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介護報酬改定について 

令和９年度介護報酬改定を待たずに、期中改定が実施されます。 

1.令和 8 年度介護報酬改定の概要 

「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和７年11月21日閣議決定）にお

いて、「介護分野の職員の処遇改善については、（中略）他職種と遜色のない

処遇改善に向けて、令和８年度介護報酬改定において、必要な対応を行う」と

されたことを踏まえて、令和９年度介護報酬改定を待たずに、期中改定を実施

する。具体的には、政府経済見通し等を踏まえた介護分野の職員の処遇改善、

介護サービス事業者の生産性向上や協働化の促進等のための措置を講じる。 

 

２.介護職員等処遇改善加算の拡充 

(1)概要（具体的な措置） 

・介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円（3.3％）の賃 

上げを実現する措置を実施するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事 

業者の介護職員を対象に、月0.7万円（2.4％）の上乗せ措置を実施する。 

※合計で、介護職員について最大月1.9万円(6.3％)の賃上げ(定期昇給0.2万円込み)が実現する措置  

・具体的には以下の措置を講じる(申請事務負担等を考慮した配慮措置も講じる。)  

① 今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に

拡大する（加算率の引上げ） 

② 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける

（加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ） 

③ 処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介

護支援等に処遇改善加算を新設する 

(2)加算（新設） 

介護職員等処遇改善加算（新設） 

訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援・介護予防支援 

(3)取得要件 

・新たに対象となる訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援等は、加算Ⅳに準ずる要件

（キャリアパス要件Ⅰ･Ⅱ及び職場環境等要件）又は令和８年度特例要件により算定可能  

・令和８年度特例要件：以下のア～ウのいずれかを満たすこと。 

ア)訪問、通所サービス等:ケアプランデータ連携システムに加入(※)し、実績の報告を行う  

イ)施設サービス等:生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを取得(※)し、実績の報告を行う  

※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、加入又は取得の誓約で算定可能とする  

ウ)社会福祉連携推進法人に所属していること 

資料 1 
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３.基準費用額（食費）の見直し 

概要：基準費用額は、介護保険法の規定に基づき、食事の提供及び居住等に要 

する平均的な費用の額を勘案して定めることとされているが、介護保険法に

おいては、介護保険施設等における食事の提供又は居住等に要する費用の状

況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなけ

ればならないこととされている。 

近年の食材料費の上昇や、令和７年度介護事業経営概況調査において、食

事の提供に要する平均的な費用の額と基準費用額との差が生じている状況等

を踏まえ、令和９年度改定を待たずに、令和８年８月より、基準費用額（食

費）を100円/日引き上げる。（低所得者については、所得区分に応じて、利

用者負担を据え置き又は１日当たり30～60円引上げ）また、負担限度額（食

費）について、在宅で生活する者の公平性等を総合的に勘案し、令和８年８

月より、利用者負担第３段階①の利用者は30円/日、第３段階②の利用者は

60円/日引き上げる。 

 

令和６年度で経過措置が終了したもの・減算となるもの 

令和 6 年度介護報酬改定における改正内容のうち、以下の取り組みは、令和 7

年3月31日までの経過措置を経て、実施が義務付けられているものですので、

基準等について改めて、ご確認をお願いいたします。 

 

○ 業務継続計画未策定減算の経過措置の終了 

・感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供

できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観

点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の

場合、基本報酬が減算となります。 

・感染症・災害のＢＣＰが未策定の場合、基本報酬を減算 

対 象：全サービス（居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く） 

・業務継続未策定減算を適用しない経過措置が終了。 

  対 象：訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援 

・感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計

画を策している場合には、当該減算は適用しないとする経過措置が終了。 

対 象：上記以外のサービス 
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○ 高齢者虐待防止の推進 

・高齢者虐待防止の取り組みが未実施の場合、基本報酬を減算 

対 象：全サービス（居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く） 

・虐待防止措置（委員会の定期開催及び結果の周知徹底、指針の整備、年１回以

上の研修実施（施設系は年２回以上）、担当者の配置）がいずれか１つでも未

実施の場合に減算となります。 

※福祉用具貸与については、３年間の経過措置（～R9.3.31）が設けられている 。 

 

○ 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント 

・事業所と同一又は隣接の敷地内の建物に居住する利用者について減算 

対 象 ：居宅介護支援 

介護報酬が業務に要する手間・コストを評価するものであることを踏まえ、

以下に該当する利用者の場合に減算となる。 

① 指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内

の建物又は指定居宅介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者 

② 指定居宅介護支援事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に 20

人以上居住する建物（上記を除く。）に居住する利用者 

 

○ 身体的拘束等の適正化の推進 

・短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化

のための措置（委員会の開催及び結果の周知徹底、指針の整備、研修の定期

的な実施）が義務化。また、身体的拘束等の適正化のための措置が講じられ

ていない場合は、基本報酬が減算となります。 

・身体的拘束等の適正化のための措置の経過措置 

    身体拘束廃止未実施減算を適用しない経過措置が終了。 

対 象 ：小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 

 

○ ｢書面掲示」規制の見直し 

・重要事項のウェブサイト掲載を義務付け 

原則として事業所内に掲示を義務付けていた重要事項（運営規程、従業者の勤 

務体制、苦情処理体制、第三者評価の実施状況など）を、ウェブサイト（法人 

ホームページ又は介護サービス情報公表システム）に掲載すること。 

対 象 ：全サービス 

 

運営指導でも業務継続計画や職員の資格証等の上記内容の確認など行ってお

りますので、既に対応済みと思いますが、改めてご確認をお願いいたします。 
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2021年4月1日

厚生労働省 老健局

令和８年度介護報酬改定について

社保審－介護給付費分科会
資料１

第253回（R８.１.16)
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令和8年度介護報酬改定の概要

○ 「「強い経済」を実現する総合経済対策」（令和７年11月21日閣議決定）において、「介護分野の職員の処遇改善
については、（中略）他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和８年度介護報酬改定において、必要な対応を行
う」とされたことを踏まえて、令和９年度介護報酬改定を待たずに、期中改定を実施する。改定率は＋２.０３％（処
遇改善分＋１.９５％、基準費用額（食費）の引上げ分＋０.０９％）となる。

概要

令和８年度介護報酬改定に関する「大臣折衝事項」（令和７年12月24日）（抄）

「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、「介護分野の職員の処遇改善については、（中略）他職種と遜色のない処遇
改善に向けて、令和８年度介護報酬改定において、必要な対応を行う」とされたことを踏まえて、令和９年度介護報酬改定を待たず
に、期中改定を実施する。具体的には、政府経済見通し等を踏まえた介護分野の職員の処遇改善、介護サービス事業者の生産性向上
や協働化の促進等のため、以下の措置を講じる。なお、これらの措置による改定率は＋2.03％（国費＋518億円（令和８年度予算額
への影響額））となる。
・ 介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円（3.3％）の賃上げを実現する措置を実施する。
・ 生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円（2.4％）の上乗せ措置を実施する。
※ 合計で、介護職員について最大月1.9万円（6.3％）の賃上げ（定期昇給0.2万円込み）が実現する措置。
・ 上記の措置を実施するため、今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大するとともに、生産

性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける。また、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、
訪問リハビリテーション、居宅介護支援等について、新たに処遇改善加算を設ける。

・ また、令和９年度介護報酬改定を待たずに、介護保険施設等における食費の基準費用額について、１日当たり100円引き上げる
（低所得者については、所得区分に応じて、利用者負担を据え置き又は１日当たり30〜60円引上げ）。

なお、令和９年度介護報酬改定においては、介護分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保を図る必要があるとの認識のも
と、「介護事業経営実態調査」等において、介護サービス事業者の経営状況等について把握した上で、物価や賃金の上昇等を適切に
反映するための対応を実施する。同時に、介護保険制度の持続可能性を確保するため、介護給付の効率化・適正化に取り組む必要が
ある。今般の有料老人ホームに関する制度改正の内容も踏まえつつ、サービスの提供形態に応じた評価の在り方について所要の措置
を講じることを検討する。

2
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加算Ⅳ

介護職員等処遇改善加算の拡充①

○ 介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円（3.3％）の賃上げを実現する措置を実施するととも
に、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円（2.4％）の上乗せ措置を実施する。
※合計で、介護職員について最大月1.9万円 （6.3％）の賃上げ（定期昇給0.2万円込み）が実現する措置。

○ 具体的には以下の措置を講じることとする。（あわせて、申請事務負担等を考慮した配慮措置を講じる。）
①今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大する（加算率の引上げ）。
②生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける（加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ）。
③処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設する。

概要

注）令和８年度特例要件︓ア〜ウのいずれかを満たすこと。
ア）訪問、通所サービス等
→ケアプランデータ連携システムに加入（※）＋実績報告

イ）施設サービス等
→生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの取得（※）＋実績報告

※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、加入又は取得の
誓約で算定可能とする。

ウ）社会福祉連携推進法人に所属していること。 3

①引上げ分加算Ⅱイ
（旧加算Ⅱ）

②上乗せ

加算Ⅲ

加算Ⅰロ
（新設） 加算Ⅱロ

（新設）
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
要
件
Ⅴ

令和８年度特例要件
を満たし加算Ⅰロ・Ⅱロへ

加算Ⅰイ
（旧加算Ⅰ）

②上乗せ

取得なし
従来の要件

OR

OR

現行の処遇改善加算の対象サービス

①引上げ分加
算
率

新たに処遇改善加算の対象となるサービス
（訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援等）

③処遇改善加算を新設

取得なし

令和８年度特例要件

処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件
（キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件）
※ただし、令和８年度中の対応の誓約でも可。OR加

算
率

①引上げ分

①引上げ分

従来の要件（※）を
満たし、加算Ⅱイへ
※キャリアパス要件Ⅳ＋職場
環境等要件の更なる取組

令和８年度特例要件を満たし加算Ⅱロへ
※令和８年度特例要件を満たした場合、
キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳ及び職場環境等要件は
令和８年度中の対応の誓約による対応でも可。
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介護職員等処遇改善加算の拡充②

サービス区分
介護職員等処遇改善加算

Ⅰ Ⅱ
Ⅲ Ⅳ

Ⅰイ Ⅰロ Ⅱイ Ⅱロ
訪問介護 27.0% 28.7% 24.9% 26.6% 20.7% 17.0%
夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 26.7% 27.8% 24.6% 25.7% 20.4% 16.7%
訪問入浴介護★ 12.2% 13.3% 11.6% 12.7% 10.1% 8.5%
通所介護 11.1% 12.0% 10.9% 11.8% 9.9% 8.3%
地域密着型通所介護 11.7% 12.7% 11.5% 12.5% 10.5% 8.9%
通所リハビリテーション★ 10.3% 11.1% 10.0% 10.8% 8.3% 7.0%
特定施設入居者生活介護★・地域密着型特定施設入居者生活介護 14.8% 15.9% 14.2% 15.3% 13.0% 10.8%
認知症対応型通所介護★ 21.6% 23.6% 20.9% 22.9% 18.5% 15.7%
小規模多機能型居宅介護★ 17.1% 18.6% 16.8% 18.3% 15.6% 12.8%
看護小規模多機能型居宅介護 16.8% 17.7% 16.5% 17.4% 15.3% 12.5%
認知症対応型共同生活介護★ 21.0% 22.8% 20.2% 22.0% 17.9% 14.9%
介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護★ 16.3% 17.6% 15.9% 17.2% 13.6% 11.3%
介護老人保健施設・短期入所療養介護 （介護老人保健施設）★ 9.0% 9.7% 8.6% 9.3% 6.9% 5.9%
介護医療院・短期入所療養介護 （介護医療院）★・短期入所療養介護（病院等)★ 6.2% 6.6% 5.8% 6.2% 4.7% 4.0%

※介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に上記の加算率を乗じる。加算率はサービス毎の常勤換算の職員数に基づき設定。
※介護予防についても同様の措置を講ずる場合には★を付記

加算率

サービス区分 介護職員等処遇改善加算（新設）
訪問看護★ 1.8%
訪問リハビリテーション★ 1.5%
居宅介護支援・介護予防支援 2.1%

4
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介護職員等処遇改善加算の拡充③

5

未取得 加算Ⅳ 加算Ⅲ 加算Ⅱ 加算Ⅰ
・賃金体系等の整備及び研修の実施等（キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ）

・加算Ⅳ相当額の２分の１以上を月額賃金で配分
職場環境の改善
（職場環境等要件） ○ ○ ◎ ◎
昇給の仕組み
（キャリアパス要件Ⅲ） ○ ○ ○
改善後賃金年額440万円
（キャリアパス要件Ⅳ） ○ ○
経験・技能のある介護職員
（キャリアパス要件Ⅴ） ○

加算 I・Ⅱを取得した
事業者の介護職員分の
加算率を上乗せ

キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳ及び職場環境等要件は
令和８年度中の対応の誓約で可。

生産性向上や協働化の取組令和８年度特例要件

注１）新たに対象となる訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援等は、加算Ⅳに準ずる要件（キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等
要件）又は令和８年度特例要件により算定可能。
※ただし、加算Ⅳに準ずる要件は、加算の申請時点では、令和８年度中の対応の誓約で算定可能とする。

注２）令和８年度特例要件：以下のア〜ウのいずれかを満たすこと。
ア）訪問、通所サービス等：ケアプランデータ連携システムに加入（※）し、実績の報告を行う。
イ）施設サービス等：生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを取得（※）し、実績の報告を行う。
  ※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、加入又は取得の誓約で算定可能とする。
ウ）社会福祉連携推進法人に所属していること。

取得要件
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基準費用額（ 食費） の見直し

○ 基準費用額は、介護保険法の規定に基づき、食事の提供及び居住等に要する平均的な費用の額を勘案して定めるこ
ととされているが、介護保険法においては、介護保険施設等における食事の提供又は居住等に要する費用の状況その
他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならないこととされている。

○ 近年の食材料費の上昇や、令和７年度介護事業経営概況調査において、食事の提供に要する平均的な費用の額と基
準費用額との差が生じている状況等を踏まえ、令和９年度改定を待たずに、令和８年８月より、基準費用額（食費）
を100円/日引き上げる。また、負担限度額（食費）について、在宅で生活する者との公平性等を総合的に勘案し、令
和８年８月より、利用者負担第３段階①の利用者は30円/日、第３段階②の利用者は60円/日引き上げる。
※このほか、介護保険部会での議論を踏まえ、所得段階間の均衡を図る観点からの負担限度額の見直しもあわせて実施。
（参考）診療報酬は、令和８年度改定において、入院時の食費基準額を40 円/食引き上げ、この際には低所得者に配慮した対応として、所得区分等に応じ、

患者負担を20 円〜40 円/食引き上げる措置が検討されている。

概要

6

負担限度額

基 準 費 用 額

令和８年

8月から

令和８年

7月まで

1,445円 1,545円

０円
利用者負担段階

負担限度額
（利用者負担）

補足給付
（基準費用額と負担限度額の
差額を介護保険から給付）

第１段階

令和８年

8月から

令和８年

7月まで

300円 ３００円

負担限度額
（利用者負担）

補足給付
（基準費用額と負担限度額の
差額を介護保険から給付）

第2段階

令和８年

8月から

令和８年

7月まで

3９０円 ３９０円

負担限度額
（利用者負担）

補足給付
（基準費用額と負担限度額の
差額を介護保険から給付）

第3段階①

令和８年

8月から

令和８年

7月まで

650円 ６８０円

負担限度額
（利用者負担）

補足給付
（基準費用額と負担限度額の
差額を介護保険から給付）

第3段階②

令和８年

8月から

令和８年

7月まで

1,360円 1,420円

全額利用者負担
施設と利用者の契約に
基づき金額を設定

第４段階
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補足給付（低所得者の食費・居住費の負担軽減）の仕組み (令和８年８月〜)

負
担
軽
減
の
対
象

と
な
る
低
所
得
者

基準費用額
（日額（月額））

負担限度額 （日額（月額））※短期入所生活介護等（日額）
第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階②

食費 1,545円 （4.7万円） 300円 （0.9万円）
【300円】

390円 （1.2万円）
【600円（1.8万円）】

680円 （2.1万円）
【1,030円（3.1万円）】

1,420円（4.3万円）
【1,360円（4.1万円）】

居
住
費

多床室 特養等 915円 （2.8万円） 0円 （ 0万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円） 530円 （1.6万円）

老健・医療院
（室料を徴収する場合）

697円 （2.1万円） 0円 （ 0万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円） 530円 （1.6万円）

老健・医療院等
（室料を徴収しない場合）

437円 （1.3万円） 0円 （ 0万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円） 430円 （1.3万円）

従来型
個室

特養等 1,231円 （3.7万円） 380円 （1.2万円） 480円 （1.5万円） 880円 （2.7万円） 980円 （3.0万円）

老健・医療院等 1,728円 （5.3万円） 550円 （1.7万円） 550円 （1.7万円） 1,370円 （4.2万円） 1,470円 （4.5万円）

ユニット型個室的多床室 1,728円 （5.3万円） 550円 （1.7万円） 550円 （1.7万円） 1,370円 （4.2万円） 1,470円 （4.5万円）

ユニット型個室 2,066円 （6.3万円） 880円 （2.6万円） 880円 （2.6万円） 1,370円 （4.2万円） 1,470円 （4.5万円）

利用者負担段階
主な対象者

預貯金額（夫婦の場合）（※）

第1段階
・ 生活保護受給者 要件なし
・ 世帯（世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。）全員が市町村民税非課税である

老齢福祉年金受給者 1,000万円（2,000万円）以下

第2段階 ・世帯全員が
市町村民税
非課税

年金収入金額（※）＋合計所得金額が80.9万円以下 650万円（1,650万円）以下
第3段階① 年金収入金額（※）＋合計所得金額が80.9万円超〜120万円以下 550万円（1,550万円）以下
第3段階② 年金収入金額（※）＋合計所得金額が120万円超 500万円（1,500万円）以下

第4段階 ・世帯に課税者がいる者
・市町村民税本人課税者

【】はショートステイの場合

○ 食費・居住費について、利用者負担第１〜第３段階➁の方を対象に、所得に応じた負担限度額を設定。
○ 標準的な費用の額（基準費用額）と負担限度額との差額を、介護保険から特定入所者介護（予防）サービス費として給付。

※ 平成28年８月以降は、非課税年金も含む。
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介護給付適正化事業について 

介護給付適正化とは、「介護給付を必要とする被保険者を適切に認定したうえで、

被保険者が真に必要とするサービスを、事業所が適切に提供するよう促すこと」

です。適切なサービスの確保と、その結果としての費用の効率化を図り、介護保

険制度への信頼を高め、持続可能な介護保険制度の構築のため、以下の取組みを

実施しています。 

 

① ケアマネジメントの適正化 

ケアプラン点検 

介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画・介護予防サービス計画の記

載内容について、事業所に資料提出を求め、利用者の自立支援を資する適切なケ

アプランとなっているか等に着目し佐倉市が点検を行います。点検の結果を介

護支援専門員へ提示し、個々の被保険者が真に必要とするサービスを確保する

とともに、その状態に適していないサービス提供の改善を図ります。 

 

ケアプラン点検の流れ  

点検書類の提出 

1. 点検対象となった事業所へ、被保険者を指定して通知します。 

2．指定の期日までに対象被保険者の点検対象となっているサービス提供期間の

ケアプラン関係書類の提出 

提出書類（提出いただいた書類は返却しませんので、全て写しをご提出ください） 

課題分析（アセスメント）表（基本情報を含む） 

第 1 表 居宅サービス計画表（1） 

第 2 表 居宅サービス計画表（2） 

第 3 表 週間サービス計画表 

第 4 表 サービス担当者会議の要点･サービス担当者に対する照会(依頼)内容  

第 5 表 居宅介護支援経過（モニタリングの記録を含む） 

第 6 表 サービス利用票（利用者確認のされた予定分 及び 実績記入分） 

第 7 表 サービス利用票別表（予定分 及び 実績記入分） 

3．点検結果の通知 

提出いただいた書類の確認を行い、点検結果を送付します。 

 

〇居宅サービス計画書様式及び記載に関する留意事項(令和 7年ケアプラン様式） 

資料２—１ご活用ください。 

 

資料２ 
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② 事業所サービス提供体制及び介護報酬請求の適正化 

・住宅改修の点検 

事前申請時には、住宅改修を行おうとする被保険者の身体状況や工事見積もり、

写真、図面にて工事内容の確認を行い、改修予定の工事が適正であるか確認を

行います。事後申請時には、工事が適正に行われたか書類確認を行っています。

被保険者の状態にそぐわない不適切または不要な住宅改修の防止を図ります。 

住宅改修 資料３  

 

・福祉用具貸与調査 

 軽度者の福祉用具貸与について、自立支援の機会を阻害することがないよう、

医師の所見やサービス担当者会議の記録をもとに確認を行っています。また、

佐倉市に確認を求めないまま軽度者の自立支援を妨げる可能性のある福祉用

具を貸与していた場合には、ケアマネジャーに対して指導し、必要に応じて  

返還を求め、介護給付の適正化を図っています。 

福祉用具貸与例外給付について 資料３-２ 

 

・縦覧点検・医療情報との突合 

千葉県国民健康保険団体連合会の給付実績をもとに、提供されたサービスの整

合性の確認や介護保険と医療保険の重複請求の有無の確認を行っています。疑 

義のある事業所には、ヒアリングや文書の照会を行い、必要に応じて返還を求 

め、介護給付の適正化を図っています。 

 

・介護給付費通知の送付 

 利用者自ら実際に事業所に支払われている費用を再確認し、適正なサービスの

利用を促すため、希望された利用者本人またはその家族に対して、利用した介

護保険サービスの事業所名・介護保険サービスの保険請求状況及び利用者負担

額等の介護給付についての通知を行っています。 
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居宅療養管理指導とは 

在宅の利用者であって、通院が困難なものに対して、利用者の居宅を訪問し提

供されるサービスです。ショートステイ先や、お泊りデイサービス先といった、

居宅以外の場所でのサービス提供はできません。 

 

・居宅療養管理指導費は、通院が困難な利用者について、定期的に訪問して指

導等を行った場合の評価です。継続的な指導等の必要のない利用者や、通院

が可能な利用者に対して安易に算定しないでください。例えば、少なくとも

独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる利用者などは、通院が

容易であると考えられるため、やむを得ない事情がある場合を除き算定でき

ません。 

留意事項として… 

〇サービス提供ごとに、ケアマネジャーへケアプラン作成等に必要な情報の提

供が必要です。情報提供がされていない場合は算定できません。月に複数回サ

ービス提供を行う場合であっても、毎回情報提供を行う必要があります。 

 

〇1人の医師及び 1 人の歯科医師のみが、1 人の利用者について 1月に 2 回居宅

療養管理指導を算定できる。複数の医師、複数の歯科医師による算定は原則と

してできないが、主治の医師または歯科医師がやむを得ない事情により訪問

できない場合については、同一医療機関の医師・歯科医師が代わりに訪問して

指導を行った場合も算定できる。 

 
〇 現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行っている場合

は、居宅療養管理指導費は、算定しない。※ただし、居住地の変更等により、

現に居宅療養管理指導を行っている医療機関又は薬局からのサービスが受け

られなくなった場合にはこの限りでない。その場合においても、以前に居宅

療養管理指導を行っていた医療機関又は薬局から利用者の情報を適切に引き

継ぐと共に、１月の居宅療養管理指導の算定回数の上限を超えないよう調整

すること。 

令和６年度介護報酬改定に関する通知等の改正（新設） 

薬局薬剤師が行う場合のみ適用される改正部分抜粋 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227887.pdf  
居宅療養管理指導費 6（P35～P40） 
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算定できない例 

① ケアマネジャーが知らない間にサービス提供がなされ、情報提供がない場合

や、１か月分まとめて情報提供がされた場合。 

② ショートステイ先、お泊りデイサービス先などの居宅以外の場所へ訪問し、

サービス提供した場合。 

③ 算定上限回数を超えた分の算定。 

④ １月に複数の医師、歯科医師等からサービス提供を受けた場合（医師・歯科

医師・薬剤師の場合、業種ごとに１か所のみ算定可)。  

               ※ ④については、留意事項に挙げた理由除く 

有料老人ホーム等入居月の複数事業所の算定による過誤が散見されます。  

入居時の引き継ぎにご注意下さい。 
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介護保険請求における返戻と過誤について 

返戻について 

介護保険請求における返戻とは、事業所が請求した内容や金額に不備が見つか

り、国民健康保険団体連合会（以下、国保連）から事業所へ介護給付費明細書が

戻されることを言います。 

 

介護給付費明細書が返戻となった事由は、「請求明細書・給付管理票返戻（保留）

一覧表」の『事由』の欄にアルファベット 1 文字で記載されます。 

 

A 請求明細書等の基本的な項目に対する入力（記入）誤り、入力（記入）漏れ等

で、審査処理で一次チェックエラーとなったもの。 

 

B 国保連の審査システムに保険者が登録する“受給者台帳”や県が登録する“事

業所台帳”と請求明細書等を突合し、不一致としてエラーとなったもの。 

また、当月以前に請求又は登録のあった請求明細書や給付管理票に対して、再

請求または登録しようとしてエラーとなったもの。登録の無い給付管理票に対

して修正をしようとしてエラーとなったもの等、審査処理で資格チェックエラ

ーとなったもの。 

 

C 請求明細書に対する給付管理票との突合不一致のもの。 

この場合、一覧表の備考欄は「保留」のものと「返戻」となるものがあります。 

 

D サービス計画費に対する給付管理票が未提出のもの。 

この場合、一覧表の備考欄は「返戻」となります。 

 

E 介護給付費等審査委員会で返戻となったもの。 

 

【千葉県国保連ＨＰ】「介護給付費請求の手引き」を参照ください。 

https://www.kokuhoren-chiba.or.jp/nursing/kaigo01.html 

返戻になった場合の対処法は？ 

「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」に記載された「事由」「内容」

「備考」の欄を確認し、返戻の理由を探します。原因が解消されたら再請求して

ください。 
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返戻になったら以下の内容を確認してください。 

・請求明細等に誤りが無いか（保険者番号、被保険者番号、事業所番号、単位数等） 

・月末時点において、居宅サービス計画の届出が済んでいるか、区分変更申請、

更新申請後の認定が確定しているか 

※ 月末時点で受給者台帳が確定していない場合は、月遅れで請求して下さい。 

 

【返戻事由に多い事例】 

○区分変更等を行っており、対象者の認定情報（認定日）が月末時点で未確定。 

○居宅サービス計画届出が月末時点で未確定。 

○住所地特例対象者の台帳不一致 

○給付制限等の台帳、請求不一致 

○保険者番号・事業所番号間違い 

(受給者台帳とは、認定・居宅の届出情報、生保、減免、負担割合等、市が国保連に 

送付する台帳で、月末（平日）時点で確定し、市から月 1回、国保連に送付します。) 

過誤について 

介護保険請求の過誤とは、介護報酬額の決定後、あるいは支払が完了している段

階で誤りが見つかった際に、その介護報酬の請求を取り下げて請求し直すこと

です。 

【過誤の方法】 

〇市の締め切り日【毎月 15日（休日の場合は前日）】申請してください。 

○取り下げ件数が多い場合は、国保連と調整を行う必要がありますので事前に 

ご相談ください。※ 佐倉市ホームページ№3110 から様式はダウンロードできます。

【注意】 

①返戻になったものは過誤の対象ではありません。 

また、請求が決定する前に取り下げ依頼を行わないでください 

②過誤は介護給付費明細書の金額を一度、全部取り下げることになります。 

加算など誤った部分のみの取り下げはできません。 

③居宅支援事業所において取り下げを行うのは「居宅介護支援費」のみです。 

それ以外の請求はサービス提供事業所が取り下げて下さい。 

 

【留意事項】 

サービス事業所の過誤処理と居宅介護支援事業所による給付管理票の「修正」を

同月に行うことはできません。給付管理票の「修正」が優先され、過誤申立書情

報はエラーとなります。 
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居宅サービス計画書様式及び記載に関する留意事項 

 

介護保険最新情報（令和３年３月３１日付け Vol.９５８、及び令和６年７月４日付け Vol.１２８６）にて通知されました「居宅サービス計画書標準様式及び記載

要領」を参考に、第１表から第７表の居宅サービス計画書記載に関する留意事項についてまとめました。ケアプラン作成の際にご活用ください。 

また、介護保険最新情報(令和５年１０月１６日付け Vol.１１７８)の「課題分析標準項目の提示について」の一部改訂についても確認ください。 

 

  

資
料

２
－

１
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             居宅サービス計画書（１）    作成年月日    年   月   日 

初回 ・ 紹介 ・ 継続  認定済 ・ 申請中 

 

利用者名            殿     生年月日  年  月  日  住所                            

居宅サービス計画作成者氏名                    

居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地                                                

居宅サービス計画作成（変更）日          年  月  日     初回居宅サービス計画作成日      年  月  日 

認定日      年  月  日   認定の有効期間  年  月  日 ～  年  月  日 
 

要介護状態区分 要介護１ ・ 要介護２ ・ 要介護３ ・ 要介護４ ・ 要介護５ 
 

利用者及び家族 

の生活に対する 

意向を踏まえた 

課題分析の結果 

 

 

 

 

 

介護認定審査会の 

意見及びサービス 

の種類の指定 

 

 

 

 
 

統合的な援助の 

方針 

 

 

 

 

 

〈同意欄〉私はこの居宅サービス計画書(第 1 表、第 2 表、第 3 表)に同意し受け取りました。            年  月  日  氏名         

 

生活援助中心型 

の算定理由 

１.一人暮らし  ２.家族等が障害、疾病等  ３.その他（                      ） 

第１表 
 

利用者(家族)と介護支援専門員等(援助者)との間

で、介護サービス計画原案について説明・同意

(共通認識)がなされた日を記載 
「平成 15 年 9 月 26 日老振発第 0926001 号」 

・利用者及び家族が支援を受け、居宅においてどのような生活を希望しているかをそれぞれ記載 
・利用者が持っている力や生活環境等の評価を含め利用者が抱える問題点を明らかにしていく 
・「自立支援」に資するために解決しなければならない課題が把握できているか確認する 

・被保険者証に「認定審査会意見及びサービスの種類の指定」

が記載されている場合には、これを転記 

生活援助中心型を算定する場合に記載 

・利用者が記載できない場合は代理 
・説明・同意日を記入 

家族等に障害、疾病がない場合にあっても、同様のやむを得ない事

情により、家事が困難な場合等について、事情の内容を簡易に記載 

・当該居宅介護支援事業所で初めて居宅介護支援を受ける場合は「初回」 
・居宅介護支援を受けていた他の事業所又は介護保険施設から紹介された場合

は「紹介」 
・1 度でも当該居宅介護支援事業所で居宅介護支援を受けている場合は「継続」 

・介護度が確定していない場合は右上の「申請中」に丸をつけ、「認

定日」には「申請日」を記載し、「認定の有効期間」は空欄 
・「要介護状態区分」は想定される介護度を記載 

・課題分析により抽出された「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」に対応して、どのような支援を行おうとするのか、

利用者及び家族を含むケアチームが確認、検討の上、総合的な援助の方針を記載 
・緊急時を想定した対応の方法等について記載することが望ましい 

19



  
第 1 表：「居宅サービス計画書（１）」 

 
（１）作成年月日について 
 
 ・「居宅サービス計画作成(変更)日」は実際にケアプランを作成した日を記載します。 
 ・右上の「作成年月日」、右下の「同意日」については無理に同日にするのではなく、実際に利用者・家族にケアプランを説明、同意し

た日を利用者・家族に記載していただきます。 
例① ：令和 8 年 1 月 25 日にケアプランを作成し、その日に印刷、午後から利用者宅でサービス担当者会議を行い、同意を得た場

合、3 か所の日付は同日 
例② ：令和 8 年 1 月 25 日にケアプランを作成し、1 月 26 日に印刷。27 日に利用者に同意を得た場合、3 か所の日付は異なるが、

それぞれ実際の日を記載 
ケアプランを作成してから早急に同意を得ているため、整合性は図られていると判断し適正と考えます。 

 
（２）申請中（暫定ケアプラン）について 
 

申請中（「新規申請中」（前回「非該当」となり、再度申請している場合を含む。）、「区分変更申請中」、「更新申請中であって前回の認

定有効期間を超えている場合」）は、「認定日」「認定の有効期間」「要介護状態区分（要介護度）」が確定していないため、確定した記載

はできませんが、介護サービスを提供するうえで暫定ケアプランを作成する必要があります。 
「認定日」は申請日もしくは空欄、「認定の有効期間」は空欄（システム上記載が必要な場合は記載しても構いませんが、保険者に書

類提出の際は削除（見え消し可））、「要介護状態区分（要介護度）」はアセスメントの結果予想される要介護度を記載します。 
 
 

（３）生活援助中心型の算定理由について 
 

「生活援助中心型の算定理由」は、川崎市介護支援専門員連絡会 ＜お役立ち情報＞  訪問介護・ケアマネジメントツール～生活

援助の考え方～平成３０年１２月１日改訂版(分割掲載による続き④)も活用いただけます。 

20



  

居宅サービス計画書（２） 

 
  利用者名           殿 
 

生活全般の解決す

べき課題(ニーズ) 
援助目標 援助内容 

長期目標 (期間) 短期目標 (期間) サービス内容 ※1 サービス種別 ※２ 頻度 期間 
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

※１「保険給付の対象となるかどうかの区分」について、保険給付対象内サービスについては○印を付す。 
※２「当該サービス提供を行う事業所」について記入する。 
 
 
 

第２表 
 

作成年月日   年   月   日 

アセスメント

に基づき解決

すべき課題を

整理して記載 
 
「・・できる

ようになりた

い」というよ

うな ICFの観

点から記載 
 
原則として優

先度合いが高

いものから順

に記載 

基本的には

個々の解決

すべき課題

に対応して

設定する

が、解決す

べき課題が

短期的に解

決される場

合やいくつ

かの課題が

解決されて

初めて達成

可能な場合

には、複数

の長期目標

が設定され

ることもあ

る 

解決すべき

課題及び長

期目標に段

階的に対応

し、解決に

結びついて

いるか 
 
誰にもわか

りやすい具

体的な内容

で記載 
 
 

「短期目標」の達

成に必要であって

最適なサービスの

内容とその方針を

明らかにし、適

切・簡潔に記載 
 
できるだけ家族・

インフォーマルに

よる援助も明記 
 
生活援助中心型の

訪問介護を必要と

する場合には、そ

の旨を記載 

正式なサービ

ス名称を記載 
 
保険給付対象

内サービスに

ついては※1
の欄に〇を付

す 
 
インフォーマ

ルな支援等の

記載 

正式な

事業者

名を記

載 
 
家族等

の場合

は具体

的に記

載 

「生活全般の解決すべき

課題」をいつまでに、ど

のレベルまで解決するか

の期間を記載 

「短期目標」の達成期間 

「短期目標」

の期間と連動 

「サービス内

容」に掲げた

サービスをど

の程度の頻度

で実施するか

を記載 

それぞれの「期間」は開始日と終了日

を〇年〇月〇日～〇年〇月〇日と記載 
 
終了時期が特定できない場合等にあっ

ては、開始時期のみ記載 
 
それぞれの「期間」は「認定の有効期

間」も考慮する 

※福祉用具貸与又は特定福祉用具販売

のサービスを必要とする理由 
福祉用具貸与又は特定福祉用具販売を

居宅サービス計画に位置付ける場合に

おいては、「生活全般の解決すべき課

題」「サービス内容」等にサービスの

必要性を記載。(別用紙でも可) 
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第３表 
 

週間サービス計画表 
 

  利用者名        殿 
 

  
 
 

 6:00 

 

月 火 水 木 金 土 日 主な日常生活上の活動 

 
 
深 
 
夜 
 

        
        
        
        
        
        

早
朝         

        
 
午 
 
前 

        
        
        
        

 
 
午 
 
後 

        
        
        
        
        
        

夜 
 
間 

        
        
        
        

深

夜         
        

 
週単位以外 
のサービス 

 
 

 
 
 

作成年月日   年   月   日 

2:00 

利用者の起床や

就寝、食事、排

泄などの平均的

な１日の過ごし

方について記載 

第 2 表に記載されたサービスは介護保険内外

を問わず記載 
 
 

通院、福祉用具貸与、短期入所等週間

に記載できないサービスを記載 

0:00 
 
 
 
4:00 

8:00 

10:00 

12:00 

18:00 

16:00 

14:00 

24:00 

22:00 

20:00 
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第４表 

サービス担当者会議の要点 
 

利用者名          殿            居宅サービス計画作成者(担当者)氏名         

開催日    年 月 日 開催場所            開催時間           開催回数     
   

会議出席者 
利用者・家族の出席 

本人：【  】 

家族：【  】 

(続柄    ) 

※備考 

所 属(職種) 氏 名 所 属(職種) 氏 名 所 属(職種) 氏 名 
      

      

      

検討した項目  

検討内容  

結論  

残された課題 

 

 
(次回の開催時期) 

 

 

作成年月日   年   月   日 

・所属は正式名称で記載(職種も忘れずに記載) 
・医師・欠席者も照会・電話での聞き取り等記載 
 

累計回数

を記載 開始時間終了時間を記載 

・会議の開催目的が明確になっているか 
・検討する項目ごとに番号を入れると見やすい 

例：①通所介護サービスについて  
・当該会議に出席できない担当者がいる場合には、その者に照会（依頼）した年月

日、内容及び回答を記載する。 

・上記の項目ごとにそれぞれ検討内容を記載 
・サービス内容だけでなく、サービスの提供方法、留意点、頻度、時間数、担

当者等を具体的に記載 
・「検討した項目」「検討内容」については、１つの欄に統合し、合わせて記載

しても差し支えない 
 
 

・検討した内容ごとに結論を明確に記載 
例：①〇〇に留意しながら現サービスを継続等 

 

・結論が出なかったものはその旨を記載 
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第 5 表 
 
 

居宅介護支援経過 
 
利用者名         殿              居宅サービス計画作成者氏名            
 

年月日 項目 内    容 年月日 項目 内    容 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 

作成年月日   年   月   日 

日時(時間)
曜日を記

載 ・公的な記録となっているか 
・利用者・家族の状況が把握できる内容となっているか 
・各事業者との連携、支援内容、情報提供等の記録 
・サービスの変更、「軽微な変更」等の根拠や判断等を記載 
・専門職として判断した事実に対しては、判断の根拠を記載 

〔モニタリング記録〕(モニタリングシート等を活用していない場合) 
・短期目標達成度を確認しているか 
・利用者・家族の意向・満足度等を確認しているか 
・サービスの実施状況(ケアプラン通り実施されているか) 
・専門職として判断した事実に対しては判断根拠を記載 
・ケアプランの変更、修正した場合はその理由を記載 
・少なくとも月 1 回は結果を記録しているか 

〔モニタリング記録〕(モニタリングシート等を活用している場合) 
・例えば「モニタリングシート等(別紙)参照」等と記載(重複記載は不要)。但

し、「(別紙)参照」については、多用することは避け、その場合、本表に概

要をわかるように記載しておくことが望ましい。 

訪問(自宅や事業所等訪問

先を記載)、電話・FAX・

メール(発信(送信)・受信が

わかるように記載)等項目

毎に整理 
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第 6 表 
 

    年  月分 サービス利用票（兼居宅（介護予防）サービス計画） 

保険者 

番号 
       保険者名  

居宅介護支援 

事業者事業所名 

担当者名 
 作成年月日 

 

       年    月    日 

 

被保険者

番号 
          フリガナ 

被保険者氏名 

 届出 

年月日 

        年    月    日 

生年月日 
明 ・ 大 ・ 昭 

  年   月    日 

性

別 
 

要介護状態区分  1 2 3 4 5 

区分支給 

限度基準額 
単位／月 限度額適用 

期間 

    年  月から 

    年  月まで 

前月までの

短期入所利

用日数 
日 

変更後 

要介護状態区分 

変更日 

 1 2 3 4 5 

      年    月    日 
 

提供時間帯 
サービス

内容 

サービス事

業者事業所 

福祉用具貸与の場

合のみ 

 月間サービス計画及び実績の記録 

用具名称

(機種名) 

TAIS・届

出コード 

日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合計 

曜日                                回数 

     予定                                 

実績                                 

     予定                                 

実績                                 

     予定                                 

実績                                 

     予定                                 

実績                                 

     予定                                 

実績                                 

実績                                 

     予定                                 

実績                                 

     予定                                 

実績                                 

     予定                                 

実績                                 

     予定                                 

実績                                 

     予定                                 

実績                                 

     予定                                 

実績                                 

 
 

認定済・申請中 居宅介護支援事業者⇒利用者 

介護保険最新情報令和６年７月４日 Vol.1286 
・「用具名称(機種名)」…福祉用具貸与の場合、適用するサービス

コードに対応する用具の名称(機種名)を記載する 
・「TAIS・届出コード」…福祉用具貸与の場合、公益財団法人テク

ノエイド協会が管理・運用する福祉用具情報システム(TAIS) 上の

管理コード、または福祉用具情報システム(TAIS) 上の管理コード

を取得していない商品の場合は福祉用具届出コードのいずれかを記

載する。福祉用具貸与以外のサービスについては空欄とする。 
例 00001―000010 (令和７年４月施行) 
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第７表                                                        作成年月日  年  月  日 

区分支給限度管理・利用者負担計算                  サービス利用票別表 

事業所

名 事業所番号 サービス内容/
種類 

サービス 
コード 

福祉用具貸与の売位のみ 

単位数 

割引後 

回数 

サービ

ス 
単位／金

額 

給付管理 
単位数 

種類支給限度基準

を超える 
単位数 

種類支給限度

基準内単位数 

区分支給限度

基準を超える 
単位数 

区分支給限度基準

内単位数 
単位数 
単価 

費用総額 
保険/事業対象

分 

給付率 
（％） 

保険/事業

費請求額 
定額利用者負担 

単価金額 

利用者負担 
保険/事業対象

分 

利用者負担 
(全額負担分) 

用具名称

(機種名) 
TAIS コ

ード・届

出コード 率％ 単位数 

                       
                       
                       
                       
                       
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 区分支給限

度 
基準額（単

位） 

  

 合計  
 

        
 

  

種類別支給限度管理 
サービス種類 

種類支給限度 

基準額（単位） 
合計単位数 

種類支給限度基準

を超える単位数 
サービス種類 

種類支給限度 

基準額（単位） 
合計単位数 

種類支給限度基準

を超える単位数 

        

        

        

        

    合計   

要介護認定期間中の短期入所利用日数 
前月までの利用日数 当月の計画利用日数 累積利用日数 

   

 

介護保険最新情報令和６年７月４日 Vol.1286 
・「用具名称(機種名)」…福祉用具貸与の場合、第 6 表「サービス利用

票」の「用具名称(機種名)」欄から転記する。 
・「TAIS・届出コード」…福祉用具貸与の場合、第 6 表「サービス利

用票」の「TAIS・届出コード」欄から転記する。 
(令和７年４月施行) 
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【令和7年4月～令和8年2月　　　運営指導・ケアプラン点検指摘事項まとめ】

指摘内容 コメント
課題分析(アセスメント)　について

①

アセスメントを行った日にサービス担当
者会議、ケアプラン説明、同意を得てい
た

ケアマネジメントプロセスは居宅において行った
アセスメントを基にケアプラン原案を作成し、
サービス担当者会議においてケアプラン原案につ
いて利用者・家族からの意見や事業者から専門的
な見地から意見を求め、訂正がなければ、本プラ
ンとし利用者・家族に対する説明、同意を得、
サービス開始となります。一連のケアマネジメン
トプロセスを確認してください。

居宅サービス計画書　について

②

暫定プランを本プランにするため、再度
本プランを作成していた

ケアマネが必要と判断した場合は再度プランを作
成しますが、心身状態に変更がなく、サービスに
変更がなければ追記、見え消しで暫定プランを本
プランとすることも可能です。

③

何年も前に退院しているにも関わらず第
１表が「退院して間がないため」と「居
宅サービス計画作成日」等のみの変更
で、何年も同文書の記載がされておりで
現時点での課題と整合性が取れていない

ケアプランは新規、更新、区分変更の際にケアマ
ネジメントプロセスを行い、その時点での利用
者・家族の心身状態等を適切に把握し、ケアプラ
ンに記載してください。

サービス担当者会議　について

④

サービス担当者会議の開催場所を事業所
内と記載していた

サービス担当者会議の開催場所について規定はあ
りませんが、利用者・家族の参加を考え、適切な
場所で実施してください。また、テレビ電話装置
等を活用することもできます。

⑤

サービス担当者会議を利用者・家族との
み行っていた

サービス担当者会議は利用者や家族の参加が基本
ですが必須ではありません。余裕をもって事業者
との会議の日程調整を行ってください。

居宅介護支援経過　について

⑥

居宅介護支援経過への記載がほとんど月
に一回「居宅にモニタリング訪問」と記
載しているだけだった

居宅介護支援経過はケアマネジメントを推進する
上での判断の根拠や介護報酬請求に係る内容等を
記録するものです。毎月モニタリングに訪問した
との記載だけでは適切なケアマネジメントを行っ
ているとは言えず、必要に応じた利用者・家族の
意向や状態確認、事業者との情報等を適切に記載
してください。

モニタリング　について

⑦

モニタリングで訪問したが、留守だった
ので、メモを入れて帰っていた

モニタリングは月に１回以上利用者宅を訪問し、
利用者・家族からの心身状態、サービスの利用状
況等を確認し、サービスの継続、変更、中止を決
定します。
事前に電話等で在宅時間を確認してから訪問して
ください。メモだけ残し、同月にモニタリング訪
問していない場合は減算対象となります。

⑧

急な入院によりモニタリングができない
月は「特段の事情」に該当するが記録を
していなかった

「特段の事情」は利用者の事情により、利用者の
居宅において利用者に面接できない場合を主とし
て指し、「特段の事情」の具体的な内容を記録し
ておく必要があります。
「指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取
扱方針」⑮モニタリングの実施(第十四号)

その他

⑨

ショート先で居宅療養管理指導を利用し
ていた

短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けて
いる間については、居宅療養管理指導費は算定で
きません。
「指定居宅サービスの介護報酬の通則(2)サービ
ス種類相互の算定関係について」

⑩

ケアプランに関する書類を自宅に持ち
帰っていたため運営指導において確認で
きなかった

整理するためとはいえ、個人情報に関する書類を
事業所以外の自宅に持ち帰ることはできません。
書類は必ず鍵がかかる書庫で管理してください。
運営指導において必要書類が提出されない場合
「業務が適正に行われていない」と判断される場
合があります。

資料２－２
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居宅介護（介護予防）住宅改修について 

１． 基準 

介護保険の支給対象の改修工事を行う場合で、事前申請及び工事後の申請手続

きがされた場合に支給されます。 

 

目 的  ：居宅での日常生活を営みやすくすること 

理 由  ：被保険者本人の身体の状況や住環境はそれぞれ全く違うため、状

況を詳細に把握し、その工事によって目的が達成できそうなもの

なのか。 

対象者  ：佐倉市の被保険者の方で要支援、要介護認定を受けている方 

対象の住宅：介護保険被保険者証に記載されている住所地で、実際に居住して

いること。 

支給金額 ：２０万円まで 

     （市内転居した場合や介護度が３段階上がった場合は、再度申請可） 

２． 留意事項 

・入院中や介護認定申請中の場合、事前申請及び工事はできますが、事後申請

はできません。万が一退院できない場合や認定が非該当になった際の工事費

用は、事前申請がされていても、支給されません。 

・一時的に身を寄せている住宅の工事は対象外です。 

・単に老朽化、物理的な劣化や故障という理由だけの工事は対象外です。 

・趣味、リハビリ、生きがい支援、仕事のためという理由は対象外です。 

・二階に上がるための手すりについては、一階での生活を検討したうえで、二

階へ行く目的や必要な生活動線なのか、また同居のご家族が居る場合はご家

族ができないのか（家事をやったことが無い、今まで本人がやってきたから、

ご家族の仕事が忙しいという理由は不可）を再度確認し、検討結果及び必要

な改修内容を明確に記入してください。 

・住宅の所有者が被保険者ご本人又は配偶者以外の場合は、住宅改修の承諾書

が必要です。共有名義のケースで、共有名義者の承諾のないまま工事を施行

することのないよう、理由書を作成する前に対象家屋所有者全員の承諾を得

ていることを確認してください。 

 

※理由書の記載が不十分な場合には、口頭での確認及び書類の差し替えをお願

いする場合があります。 

資料３ 
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３．理由書について 

・理由書は、原則として、利用者を担当している介護支援専門員、または地域

包括支援センターの職員が作成することとされていましたが、令和８年４月

より、介護支援専門員以外であっても、福祉住環境コーディネーター２級以

上の資格を有する者が作成することも可能となります。 

この場合には、介護支援専門員と十分に連携を図り、住宅改修の内容について

双方が同意していることが確認できる理由書を作成してください。 

作成にあたっては、利用者の病気や障害の状況、日常生活の様子および住環境

を十分に確認し、想定される危険や生活上の課題を整理した上で、住宅改修を

行うことにより期待される効果を具体的に記載してください。 

 

・身体状況や日常生活動線や福祉用具貸与の導入状況を含めた住宅の状況など

を総合的に勘案し、必要な改修内容（箇所、形状、内容）や選定理由を詳細

に記入してください。 

「加齢による筋力低下」「意欲の低下」「安全安心」などの抽象的な文言ではな

く、本人は何ができなくて、どの程度介護する人がいるのか、どの動作をする

際に何が不足しているのか、どのような工事をすることで、改善されるのかを

具体的に記入してください。 

 

・理由書の内容がわかるように、平面図には、動線がわかる始点・終点を記載

してください。 

 

記載例 1 

悪い例 「手すりを取付けることで安全に入浴できる。」 

良い例 
「浴槽脇に縦手すりを１本取付けることで、浴槽の跨ぎ動作でふらつきや転

倒のリスクが軽減され、安全に浴槽の出入りができる。」 

 

記載例 2 

悪い例 「廊下」 

良い例 「寝室から脱衣所の廊下」 

 

住宅改修が必要な理由書（記入例）資料 3-1 を参考に、ご本人やご家族の希望

だけを記載するのではなく、ケアマネジャーの専門的な目線で、住宅改修の必

要性および内容の妥当性を十分に検討した理由書の作成にご協力をお願いしま

す。 

ホームページアドレス 

住宅改修 https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kaigohokenka/10/37/4632.html 
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福祉用具例外給付 

〇制度の目的 

本来、要支援 1・2 および要介護 1の軽度者は、その状態像から使用が想定され

にくいとされる特定の福祉用具（特殊寝台や車いすなど）について、原則とし

て介護保険給付の対象外となります。しかし、個々の利用者の生活環境や疾患

等の特別な事情により、これらの用具が必要な場合に、例外的に保険給付（レ

ンタル）を認めるための制度です。 

 

〇貸与に当たっては、保険者（佐倉市）への申請手続きを行う必要があります。 

申請書の提出期限は、貸与開始日までですが、やむを得ず、提出が貸与開始日

よりも遅れる場合は、事前に市へ連絡し、連絡した月日を申請書内の市への事

前連絡の欄に記載してください。この場合であっても、「医師の所見の聴取」「サ

ービス担当者会議」は貸与開始日までに行ってください。 

福祉用具貸与について 

〇一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入 （Ｒ６.４月～） 

利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、

福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、要介護度に

関係なく給付が可能な福祉用具のうち、比較的廉価で、購入した方が利用者の

負担が抑えられる者の割合が相対的に高い下記の品目については、福祉用具貸

与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることになりました。 

【購入選択可能な品目】 

・固定用スロープ・歩行器（歩行車を除く）・単点杖(松葉杖を除く)・多点杖 

※同じ物を再購入又は、複数個購入する場合は、購入前に市へ申請が必要です。 

 

〇福祉用具貸与にあたっての留意点 

福祉用具貸与の利用者に対し、継続した貸与が適切かどうか、身体機能の変化

に伴い適切ではない福祉用具の貸与となっていないか、定期的に確認すること

が重要です。ケアプランの見直しの際には必ず、身体機能の変化を確認し、貸

与の必要性について検討してください。 

市へ確認を求めないまま軽度者の自立支援を妨げる可能性のある福祉用具を

貸与していた場合には、ケアマネジャーに対して指導し、必要に応じて 返還

を求める場合があります。 

ホームページアドレス 

福祉用具 https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kaigohokenka/23/285/index.html 

資料３-２ 
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住宅改修が必要な理由書
＜基本情報＞

＜総合的状況＞

●車いす

●特殊寝台

●床ずれ予防用具

●体位変換器

●手すり

●スロープ

●歩行器

●歩行補助つえ

●認知症老人徘徊感知機器

●移動用リフト

●腰掛便座

●特殊尿器

●入浴補助用具

●簡易浴槽
●その他

（　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　）

改修完了日　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

評価年月日　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

□ □
□ □

保
険
者

確認日

□ □
利用者の身体状況

変形性股関節症のため、右足を上げる動作を行うと痛みがひどく、歩幅が狭い。そのため少しでも急いだ動きをする
と家の中でも転倒してしまうことがある。自宅内は杖を、外ではシルバーカーを使用している。
また、過活動膀胱のため、夜間にトイレに２回以上行く。

□

改修前 改修後

  □男　　□女年齢

　改修後の想定

評
価
欄

福祉用具の現状の利用状況と

年　　　　月　　　　日

現地確認日

□

要介護認定
（該当に○）

介護状況

現在、夫と息子と３人で生活をしているが、息子は平日の7時から19時まで仕事で家に居ないので、平日は夫と二人で
過ごしている。週に１回デイサービスを利用しており、病院への定期的な受診も週に１度通っている。家事の中で
も、調理は夫に手伝ってもらいながら自分のペースで少しはできるが、部屋の掃除は、しゃがむ動作などは足が痛い
ため夫が行っている。買い物は週末息子がまとめて購入し、お風呂やトイレの掃除も息子が週に1、２回やっている。
自分の着替えや食事や排せつは自分でできる。
股関節悪く、足が上がりにくいため、長く歩くことや段差の上り下りの動きが悪いので、介護が必要な状況。

□

利
用
者

被保険者
氏名

被保険者
番号

住所

□
□ ☑

要支援　・　要介護　１  ・２ ・ ３ ・ ４ ・ ５

生年月日

□ □

※　記入された内容で、住宅改修が必要なことが、わかる例

連絡先

年　　月　　日

☑ ☑
□ □

□ □
☑ ☑

□ □

□ □
□ □

□ □
□ □

□ □
□ □

＜　記入例　＞
作成日 年　　　月　　　日　　

氏名

所属事業所

（作成者が介護支援専門
員でないとき）

住宅改修により、利
用者等は日常生活を
どう変えたいか

現在、廊下に手すりが無いので、杖をついてトイレまで行っているが、平らな床でもつま先が引っ掛かり、日中でも
転倒したことがある。特に夜間は、急いでトイレへ行くことが多く、転倒し、さらに足の痛みが増すことも多くなっ
てきている。寝室からトイレまでの廊下に手すりを設置し、手すりを使用して移動することで、転倒するリスクを避
けることができる。
これ以上足の痛みを悪化させないようにして、日常生活で自分のできることが減らないようにしていきたいと本人も
家族も望んでいる。

氏　名

性別　　　　　　　年　　　月　　　日

資格

作
成
者

　　　歳

住宅改修申請書類「住宅改修が必要な理由書」　－Ｐ１－
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住宅改修が必要な理由書
＜基本情報＞

＜総合的状況＞

●車いす

●特殊寝台

●床ずれ予防用具

●体位変換器

●手すり

●スロープ

●歩行器

●歩行補助つえ

●認知症老人徘徊感知機器

●移動用リフト

●腰掛便座

●特殊尿器

●入浴補助用具

●簡易浴槽

●その他

（　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　）

住宅改修により、利
用者等は日常生活を
どう変えたいか

これからも夫婦で協力して生活していきたい。安心安全な生活を送りたい。

➡住宅改修の必要性がこれでは不明です。どの部分の住宅改修をすることで、どのように変えていきたいのかを記入
してください。

改修完了日　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

評価年月日　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

□ □
□ □

□ □

保
険
者

確認日

□ □
利用者の身体状況

高齢により身体の動きに不安を覚えてきた。

➡どのような身体の状況で、どのような動きに不安があるのか、より具体的に記入してください。
□

氏　名

改修前

年齢

　改修後の想定

評
価
欄

福祉用具の現状の利用状況と

現地確認日

□

要介護認定
（該当に○）

介護状況
妻と二人で生活している。

➡介護状況を詳細に記入してください。

□

利
用
者

被保険者
氏名

被保険者
番号

住所

□
□ □

要支援　・　要介護　１ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５

生年月日

□ □

※　記入された内容では、住宅改修が必要なのか、わからない例

連絡先

年　　月　　日

□ □
□ □

□ □
□ □

□ □
□ □

□ □
□ □

□ □
□ □

年　　　　月　　　　日

作成日 年　　　月　　　日　　

氏名

所属事業所

（作成者が介護支援専門
員でないとき）

改修後

＜　記入例　＞

性別　　　　　　　年　　　月　　　日

資格

作
成
者

　　　歳   □男　　□女

住宅改修申請書類「住宅改修が必要な理由書」　－Ｐ１－
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介護保険居宅介護（介護予防）特定福祉用具再購入・複数個支給確認依頼書 

 
令和  年  月  日 

（宛先）千葉県佐倉市長 
 
以下のとおり特定福祉用具の再購入・複数個支給が必要と判断しましたので、確認を依頼します。 

フリガナ 
 

被保険者氏名 

 被保険者番号 
 0 0 0 0       

生 年 月 日 明・大・昭   年   月   日 性別 男  ・  女 
 

住   所 
〒285－ 
 

              電話番号    （   ）     

現在の 
要介護度 

要支援 1・2 
要介護 1・2・3・4・5 

前回購入時の 
要介護度 

＊再購入の場合のみ 

要支援 1・2 
要介護 1・2・3・4・5 

再購入又は複数個支給

する福祉用具名 

（種目名及び商品名） 

  
前回購入年月日 
＊再購入の場合のみ 

 
 

再購入又は複数個支給

が必要な理由 
（下欄に詳細記載） 

□ⅰ）購入した福祉用具が破損した（再購入の場合） 
□ⅱ）利用者の介護の必要の程度が著しく高くなった（再購入の場合） 
□ⅲ）その他特別の事情（再購入又は複数個支給の場合） 

（再購入又は複数個支給が必要な理由） 

ⅰ）具体的にどこの箇所がどのように破損し支障となっているのか、部品交換での対応ができないのか

を確認し記載。 
ⅱ）身体状況がどのように変化し、日常生活の動作でどのような支障となっているのか。再購入によっ

てどのように改善されるのか記載。 
ⅲ）特別の事情を記載。身体状況や生活環境等から複数個支給が必要な理由。 
 
【添付書類】①パンフレット等の福祉用具の概要を記載した書類 

②居宅サービス計画（１）（２）（要支援の場合、支援計画書）の写し 

（居宅サービス計画を作成していない場合は、特定福祉用具販売計画の写しを添付） 

③前回購入した福祉用具の写真（撮影日の入っているもの）＊再購入の場合のみ 
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福祉用具貸与例外給付確認依頼書 
 

令和    年  月  日 
（宛先）千葉県佐倉市長 

依 
 

頼 
 

者 

事業所所在地 
〒 
 

事 業 所 名   

電 話 番 号  
委
託
の
場
合 

委託先事業所名  

電 話 番 号  

計画作成者氏名  

 
以下のとおり福祉用具貸与が特に必要と判断しましたので、確認を依頼します。 

被保険者氏名  
被保険者番号  

介 護 度 ☐要支援１ ☐要支援２ ☐要介護１ 

貸 与 種 別 

☐車いす     ☐車いす付属品 
☐特殊寝台    ☐特殊寝台付属品 
☐床ずれ防止用具 ☐体位変換器 
☐認知症老人徘徊感知器 
☐移動用リフト 

貸与開始 
年 月 日    年   月   日 

※市に事前連絡し
た場合の連絡日    年   月   日 

（具体的に：            ） 貸与予定 
事 業 者  

☐自動排泄処理装置 

意見を求めた 
担当医 

医療機関名  

担 当 医  確 認 日    年   月   日 

確認方法 
☐主治医意見書・診断書  ☐受診同席  ☐電話・ＦＡＸ ※病院スタッフ経由可 
☐退院時カンファレンス・サービス担当者会議 
☐その他（具体的に：  ）※本人・家族経由での聞き取りは不可 

福祉用具が 
必要な理由 

病   名  

該当する状態 

☐ ⅰ) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、

頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者 
☐ ⅱ) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福

祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者 
☐ ⅲ) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学

的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者 

具体的な状態 

 

 
 
【添付書類】①サービス担当者会議の要点（要支援の場合、支援経過記録）の写し 

②居宅サービス計画（１）（２）（要支援の場合、支援計画書）の写し 
※医師の診断書がある場合はその写し、暫定プランを作成した場合は暫定時の①・②の写しも必要 
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介護保険負担限度額認定について 

 
 本人や配偶者が課税であったり資産の額が一定額を超えたり、明らかに要件を満たさない

方であるにも関わらず、要件についてのご案内を受けずに申請をして、非該当となる方が散

見されます。 
 介護保険負担限度額認定の要件を再度ご確認の上、ご案内いただきますよう、ご協力をお

願いいたします。 
 
介護保険負担限度額認定の要件 

①：利用者本人を含む世帯全員（別世帯の配偶者を含む）が住民税非課税である 

②：所得金額及び預貯金等の資産の額が一定額以下である 

 

 また、課税であった配偶者が逝去し要件を満たすようになった場合等、本人、配偶者や世

帯員の方の状況の変化によって、要件を満たすようになった際には、申請勧奨するなど、必

要に応じて制度のご案内をお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料４ 
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【介護保険負担限度額認定について】   

施設サービスやショートステイでの食費・居住費は全額自己負担が原則ですが、要件を満たし、介護保

険負担限度額認定を受けたかた（※申請が必要です）は、食費・居住費の負担額が減額されます。 

 

１ 対象となるサービスは？  

①施設サービス・・・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院 

  ②ショートステイ・・・（介護予防）短期入所生活介護・（介護予防）短期入所療養介護 

  ③地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・・・地域密着型特別養護老人ホーム 

   ※負担限度額認定制度を一部、または全部利用できない施設があります。詳しくは各施設へお問い合わせください。 

 

２ 対象となる人は？  

要件①：利用者本人を含む世帯全員（別世帯の配偶者を含む）が住民税非課税である 

 要件②：所得金額及び預貯金等の資産の額が一定額以下である（下記表のとおり） 

所得段階 所得要件 資産要件 

第 1 段階 生活保護受給者のかた 
 

 

第 2 段階 
収入額が 80.9 万円以下のかた 

【収入額】合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金（遺族年金・障害年金） 

単身 650 万円以下 

夫婦 1,650 万円以下 

第 3 段階① 
収入額が 80.9 万円超 120 万円以下のかた 

【収入額】合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金（遺族年金・障害年金） 

単身 550 万円以下 

夫婦 1,550 万円以下 

第 3 段階② 
収入額が 120 万円超のかた 

【収入額】合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金（遺族年金・障害年金） 

単身 500 万円以下 

夫婦 1,500 万円以下 

※65 歳未満（２号被保険者）のかたの資産要件は単身 1,000 万円（夫婦 2,000 万円）以下です。 
※課税世帯のかたでも、高齢夫婦世帯などにおいて一方のかたが施設に入所し、食費・居住費を負担した結果生計困難になるなど、下記の６つの要件を全て満たす場合は、特例的に第３段階

の負担軽減を受けることができます。（申請が必要です。詳しくはご相談ください。） 

①２人以上の世帯のかた（別世帯に配偶者がいる場合や施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。②～⑥において同じ。）、②介護保険施設又は地域密着型介護老人福

祉施設に入所し、食費・居住費について全額自己負担している、③世帯の年間収入から施設の利用者負担の見込み額を除いた額が８０万円以下、④世帯の現金・預貯金等の額が４５０万円

以下、⑤世帯が日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を有していない、⑥世帯全員が介護保険料を滞納していない 

 

３ 基準費用額と負担限度額  

 

居住費と食費には、基準費用額と第１～３段階②の負担限度額が設けられています。負担限度額認定を受け

た場合は、自己負担は負担限度額の範囲内の金額になり、基準費用額と負担限度額の差額を介護保険が負担

します。 

●１日当たりの居住費・食費 

利用者負担 

段階 

１日当たりの居住費 １日当たりの食費 

ユニット型 

個室 

ユニット型 

個室的多床室 

従来型個室 

(特養) 

従来型個室 

(老健) 

（介護医療院） 

多床室 

(特養) 

多床室 

(老健) 

（介護医療院） 

施設入所 

(その他のｻｰﾋﾞｽ) 

ｼｮｰﾄｽﾃｲ 

(短期入所生活介護) 

(短期入所療養介護) 

第１段階 880 円 550 円 380 円 550 円 0 円 0 円 300 円 300 円 

第２段階 880 円 550 円 480 円 550 円 430 円 430 円 390 円 600 円 

第３段階① 1,370 円 1,370 円 880 円 1,370 円 430 円 430 円 650 円 1,000 円 

第３段階② 1,370 円 1,370 円 880 円 1,370 円 430 円 430 円 1,360 円 1,300 円 

基準費用額 2,066 円 1,728 円 1,231 円 1,728 円 915 円 697 円 1,445 円 1,445 円 

 

 

なし 
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４ 認定の申請方法  
 

 

1. 申請書 および 同意書 に必要事項を記入します。 

 

2. 下記の添付書類をそろえてください（※生活保護受給者の方は添付書類は必要ありません） 

 

�  被保険者本人と配偶者（世帯外配偶者を含む）のすべての預貯金通帳について、下記①～④のコピー 

 

① 通帳の表面をめくって 内側 見開きページ ② 口座の最終残高がわかるページ 

  

③ 年金受給者は年金振込のわかるページ ④ 定期預金・貯蓄預金の記録がわかるページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  その他資産については下記表の通り添付書類をご用意ください 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3. 佐倉市役所 介護保険課窓口へ提出します（郵送可）。 

 

５ 申請から決定まで  

 

申請後、通常（※）２週間程度で決定通知書を郵送します。負担限度額の対象となる方は、負担限度額認定

証も郵送します。 
 

① 内容を確認してください。 

証には、食費と居住費の負担限度額が記載されています。証の有効期間は、通常、申請日（郵送の場合

消印有効）の属する月の初日から開始し、申請日以後最初に到来する７月３１日までとなります。 

 

② 対象となるサービス利用時に認定証を施設に提示します。 

負担限度額の範囲内の自己負担になります。 

 〒285-8501 

千葉県佐倉市海隣寺町 97 番地 

 佐倉市役所 介護保険課 介護給付班 

 電話：043－484－6174 

  

【問合せ・送付先】 

郵送の場合、切り取って宛名としてご利用いただけます 

※ 以下に当てはまる場合は発送が遅くなることがあります。 
 
・介護認定がまだ出ていない場合      
・本人または家族に他市区町村からの転入者がいる場合 
・遺族年金や障害年金を受給している場合 
・他市区町村に配偶者が居住している場合 
・申請書類に不備がある場合 
 

 

○,○○○円 〇月×日 

○,○○○円 △月15 日 年金(ネンキ

ン） 

○,○○○円 〇月×日 

○,○○○円 〇月×日 

○,○○○円 〇月×日 

○,○○○円 〇月×日 

定期・貯蓄 

定期・貯蓄 

定期・貯蓄 

定期・貯蓄 

満期振替済 

申請日の直近 

２か月以内のもの 
２か月以内に入出金がない場合は余白

に「以降入出金なし」とご記入ください 

申請日から直近偶数月 

15 日頃の年金の振込記録 

記載が一切ない方も、『定期・貯蓄

預金無し』の証明としてコピーを

添付してください。 

資産の種類 対象か否か 提出書類

預貯金（普通・定期） ○
通帳の写し
（インターネットバンクは口座残高
ページの写し）

有価証券（株式・国債・地方債・社債な
ど）

○
証券会社や銀行の口座残高の写し
（ウェブサイトの写しも可）

金・銀（積立購入を含む）など、購入先
の口座残高によって時価評価額が容易に
把握できる貴金属

○ 購入先の口座残高の写し

投資信託 ○
銀行、信託銀行、証券会社等の口
座残高の写し
（ウェブサイトの写しも可）

タンス預金（現金） ○ ※申請書への記入のみ

負債（借入金・住宅ローンなど） ○ 借用証書などの写し

生命保険 ×

自動車 ×

腕時計・宝石など、時価評価額の把握が難
しい貴金属

×

絵画・骨董品・家財などその他高価な価値
のあるもの

×

申告および確認書類の提出は不要

資産の種類 対象か否か 提出書類

預貯金（普通・定期） ○
通帳の写し
（インターネットバンクは口座残高
ページの写し）

有価証券（株式・国債・地方債・社債な
ど）

○
証券会社や銀行の口座残高の写し
（ウェブサイトの写しも可）

金・銀（積立購入を含む）など、購入先
の口座残高によって時価評価額が容易に
把握できる貴金属

○ 購入先の口座残高の写し

投資信託 ○
銀行、信託銀行、証券会社等の口
座残高の写し
（ウェブサイトの写しも可）

タンス預金（現金） ○ ※申請書への記入のみ

負債（借入金・住宅ローンなど） ○ 借用証書などの写し

生命保険 ×

自動車 ×

腕時計・宝石など、時価評価額の把握が難
しい貴金属

×

絵画・骨董品・家財などその他高価な価値
のあるもの

×

申告および確認書類の提出は不要

ネットバンクや通帳アプ

リ等オンライン上で資産

を記録されている方 

 

対象の口座番号・名前・

金額（年金記録・最終残

高）がわかる画面のスク

リーンショットや PDF を

印刷し、ご添付下さい。    

銀行名 

支店名 

口座番号 

口座名義 

定期貯蓄預金 
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特定事業所加算について 

令和6年度の介護報酬改定では、居宅介護支援における特定事業所加算の算

定要件について以下の見直しが行われました。 

 

【加算の基本的取扱方針】 

加算の対象となる事業所は、公正中立性を確保し、サービス提供主体から実質

的に独立した事業所であり、常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援

専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整

備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であることが求められて

います。 

 

【見直しが行われた算定要件】 

算定要件（１）（２）について 

（主任)介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業者が介護予防

支援の提供など 委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これらの事業

との兼務が可能である旨を明確化。 

算定要件（８）について 

多様化・複雑化する課題に対応するための取組を促進する観点から、「ヤング

ケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する

事例検討会、研修等に参加していること」を要件とするとともに、評価の充実

を行う。 

厚生労働省の定めた具体的運用方針では、利用者に対するケアマネジメントを

行う上で必要な知識・技術を習得する研修であれば、差し支えないとしている。 

算定要件（９）について 

事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運営基準減算に

係る要件を削除。 

算定要件（10）について 

介護支援専門員が取り扱う一人当たりの利用者数について、居宅介護支援費の

見直しを踏まえた対応を行う 

 

【必要書類一覧】(特定事業所加算１～３) 

☐介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

☐介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

☐特定事業所加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書 

 

資料 5 
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【添付書類】（算定要件見直しに関連のある添付書類：1.2.8.9.10） 

1 常勤専従の主任介護支援専門員を配置していること  
☐主任介護支援専門員研修修了証の写し  

 
2 常勤専従の介護支援専門員を配置していること 

☐勤務形態一覧表 ☐ 介護支援専門員の氏名と登録番号を記載した名簿 

 

3 利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達を目

的とした会議を定期的に開催すること 

 会議内容には少なくとも以下の項目を含むことが定められています。 

(1) 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 

(2) 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 

(3) 地域における事業者や活用できる社会資源の状況 

(4) 保健医療及び福祉に関する諸制度 

(5) ケアマネジメントに関する技術 

(6) 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針 

(7) その他必要な事項 

 ☐会議の定期開催が確認できる資料(会議次第,出席者名簿,議事録,運営規程等） 

 

4 24 時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を

確保していること 

☐連絡体制が整備されていることが確認できる資料(重要事項説明書,マニュアル等) 

 

5 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護３～５である者の割合が

40％以上であること 

☐割合が確認できる資料 

 

6 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること 

☐研修計画書 全体計画及び介護支援専門員ごとの個別計画 

 

7 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、

居宅介護支援を提供していること 

☐体制が整備されていることが確認できる資料 

(地域包括支援センターとの連絡票、運営規程等) 
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8 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難

病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討

会、研修等に参加していること 

☐参加が確認できる資料 

 

9 特定事業所集中減算の適用を受けていないこと 

☐特定事業所集中減算に係る届出書の写し（加算算定月の減算有無が確認できるもの） 

 

10 介護支援専門員 1 人当たりの利用者の平均件数が 45 名未満であること 

（居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は、50 名未満） 

☐平均件数が確認できる資料 

 

11 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関す

る実習」等に協力または協力体制を確保していること 

☐「介護支援専門員実務研修実習受入事業所の登録に関する同意書」の写し 

 

12 他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等を実施

していること 

☐実施状況または実施計画が確認できる資料 

 

13 必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援す

るサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成している

こと 

□提出資料無し（必要に応じてケアプランに位置付けてください。） 
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その他連絡事項について 

・居宅介護支援事業所における管理者の資格要件について 
  令和２年６月５日に省令が改正され、令和３年３月３１日時点で主任介護支援専門

員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者であ

る限り、経過措置期間が令和９年３月３１日まで延長されました。また、主任介護支

援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合（※）について、

主任介護支援専門員を管理者としない取扱いも可能となりました。 
市内居宅介護支援事業所におかれましては、今一度管理者の資格要件をご確認のう

え、経過措置期間後も居宅介護支援事業の業務に支障をきたすことのないようにご留

意ください。 
※令和３年４月１日以降、不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできな

くなってしまった場合であって、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由

と、今後の管理者確保のための計画書を保険者に届け出た場合。不測の事態について

は、本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生や急な退職や転居などが想定され

ます。 
 

・居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について 

居宅介護支援事業所は、毎年度 2回、判定期間において作成された居宅サービス計画

のうち、対象となるサービスを位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、

それぞれ最も紹介件数の多い法人（以下、紹介率最高法人という）の名称等を記載し

た「特定事業所集中減算算定表」を作成し、当該書類を 5年間保存することとなって

います。また、算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が

80％を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出することとなって

いますので、事業所宛にメールにて、お知らせを２月と８月に送らせていただいてお

ります。該当する事業所は、指定の期日までにご提出お願いいたします。 

 

・訪問介護（生活援助中心型）が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の

居宅サービス計画の届出について 

生活援助中心型の訪問介護の利用回数が厚生労働大臣が定める回数以上となる

場合は、介護支援専門員から保険者への届出が必要です。 

要介護 1（27 回）・要介護 2（34 回）・要介護 3（43 回）・要介護 4（38 回）・要

介護 5（31 回） 

詳細は、佐倉市 HP をご参照ください。 

（https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kaigohokenka/23/306/5097.html） 
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・居宅介護サービス計画作成依頼届（居宅届）について 

 〇介護保険被保険者証の居宅介護支援事業者等の届出年月日に関して 

介護保険被保険者証の居宅介護支援事業者等に印字される届出年月日に関して、従前

では居宅届の計画作成開始日が印字されていましたが、令和８年１月より、届出年月

日が印字されるようになりました。 

介護保険被保険者証の居宅介護支援事業所の名称の欄には届出日が印字されますが、

給付管理上は、計画作成開始日から有効となっていますので、開始日から請求ができ

ます。 

計画作成開始年月日：サービス利用開始日を記入してください。 

※ 計画作成開始年月日が未確定の場合は、届出日の日付を記入してください。 

被保険者証の届出年月日：市の窓口へ提出した日（郵送の場合は市の受理日が届出日） 

〇計画作成開始年月日が請求上の適用年月日となります。 

居宅介護サービス計画作成依頼届（以下、居宅届）の「計画作成開始日」について、 

よくご確認の上ご提出ください。 

例えば、A 居宅介護支援事業所から B 居宅介護支援事業所に変更があった場合、３月

１日から B 居宅介護支援事業所でケアプラン作成であるのに、B 居宅介護支援事業所

が居宅届の計画作成開始日を「２月１５日」と届け出た場合、A 事業所は２月の居宅

介護支援費を請求できなくなります。 

※月初（月の営業日初日）の午前中が受付締め切りとなっております。 

締め切り以降の受付分は、翌月の受付となり、請求可能月がひと月遅れますのでご注

意ください。 

 

・個人情報申出方法 

 電話・郵送以外の申し出方法がＦＡＸからメールでの受付に変更となりました。 

４件以上ある場合は、聞き取り誤りを防ぐため、電子メールにて、請求してください。 

事前に「要介護認定等に係る個人情報提供申出書兼受領書」に記載の上、 

https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kaigohokenka/dl_kaigohoken/40/3108.html 

介護保険課あて電子メールにて送信してください。 

送信後は、上記受付時間内に［介護給付班］へその旨をお電話ください。 

【電子メール】 kaigo@city.sakura.lg.jp 

添付ファイルは、必ずパスワード設定により暗号化してください。 

窓口での確認は、従業員身分証明書をご持参ください。 

 

・居宅介護支援事業所向け Q＆A（別紙） 

 佐倉市の介護保険課に寄せられたよくある質問等を抜粋してまとめたものです。 
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項目 質問 回答 法的根拠

要支援

1
要支援の利用者が月途中で他市に転
出した場合はどのように算定します
か。

他市への転出の場合はそれぞれの市で月額定額報
酬を算定できます。
同一保険者管内での転居等の場合で包括が変更に
なった場合は保険者に変更が無い為、月末の包括
が給付を行いますが、サービスを提供していない
場合は転居前の包括が給付を行います。

介護保険最新情報Vol.1222
(5)
指定相当訪問型サービス及び指定相当通所型サービス
(以下「指定相当訪問型サービス等」という。)について
は、月額定額報酬とした場合、月途中に①要介護から要
支援等に変更となった場合、②要支援等から要介護に変
更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事
業所を変更した場合等については、日割り計算による。
また、月途中で要支援度等が変更となった場合について
も、日割り計算により、それぞれの単位数を算定するも
のとする。

2

7月まで要介護１でサービスを利用し
ていた利用者が8月に要支援になり、
区分変更で8月途中から要介護1と
なった場合、初回加算を算定するこ
とはできますか。

要介護１から要支援になり一連のケアマネジメン
トプロセスを行った場合初回加算は算定できます
が、同月に区分変更により要介護１になった場合
は過去二月以内に居宅介護支援を提供しているた
め初回加算は算定できません。

介護保険最新情報Vol.69
「平成21年4月改定関係Q＆A(Vol.1)について」
問62　契約の有無に関わらず、当該利用者について、
過去二月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介
護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されてい
ない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作
成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加
算についても、同様の扱いとする。

居宅介護支援

3

居宅介護事業所の管理者が変更に
なった場合、新規利用者には新管理
者名で契約書を作成するが、既存の
契約者にはどうすればいいですか。

重要事項説明書に管理者の氏名が入っていれば変
更して配布するが、入っていなけれ何らかの形で
知らせてください。

4
同一法人の違う居宅介護支援事業所
にケアマネと利用者が異動した場合
は軽微な変更となりますか。

同一法人であっても事業所が異なるため軽微な変
更とはならず、契約、ケアマネジメントは必要で
す。

5

新規事業所に今までの利用者と移動
するが、サービス開始月までにケア
マネジメントプロセスが終了しない
場合は減算になりますか。

サービス開始月までに一連のケアマネジメントプ
ロセスを行うことが望ましいが、業務が前後する
場合はその理由を支援経過等に記載し、なるべく
速やかにケアマネジメントを行ってください。

6

同一法人内の別事業所に利用者を移
管した場合、サービス内容等に変更
がなくても新たにケアプランを作成
するのですか。また、サービス担当
者会議も必要ですか。

同一法人内の事業所であっても、居宅介護支援事
業所が変更された場合には、新規に居宅サービス
計画を作成し、利用者への説明及び同意を得て交
付する必要があります。また原則としてサービス
担当者会議を開催する必要があります。
ただし利用者の状態に変化がない場合には、サー
ビス担当者会議の開催に代えてサービス担当者へ
の意見照会を行うことでも差し支えありません。
同じケアマネジャーが利用者を引き続き担当する
場合であっても同様です。

令和７年２月　横浜市居宅介護支援事業所向け
Q＆A　(A-1-3の13)に準ずる

7

ケアマネジャーが担当している利用
者と居宅介護支援事業所を変更する
場合、新しい居宅介護支援事業所に
おいて初回加算は算定できますか。

居宅介護支援事業所を変更した場合は、ケアマネ
ジメントプロセスを行うことで初回加算の算定は
可能です。ただし、利用者の増などを理由とした
同一法人内の別事業所への変更や、ケアマネ
ジャーの独立などで利用者を引き継ぐケースのよ
うに、単なる事業所の都合による事業所変更の場
合は算定できません。

令和７年２月　横浜市居宅介護支援事業所向け
Q＆A　(A-1-4の１)に準ずる

令和７年度　　居宅介護支援事業所向けQ＆A
佐倉市の介護保険課に寄せられたよくある質問等を抜粋してまとめたものです。
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8

法人が変わり、事業所番号が変更に
なった場合、名称のみ変更になった
場合、事業所番号・名称共に変更に
なった場合はどのような取扱いにな
りますか。

事業所事業所番号、名称の変更は「軽微な変更」
に該当するため新規扱いとはならず、一連の業
務、初回加算の対象とはなりません。但し、変更
部分に関しては保険者への届出、利用者、事業所
への周知は必ず行ってください。

介護保険最新情報Vol.69
「平成21年4月改定関係Q＆A(Vol.1)について」
問62　契約の有無に関わらず、当該利用者について、
過去二月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介
護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されてい
ない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作
成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加
算についても、同様の扱いとする。(令和7年11月より)

9
介護支援専門員がテレワーク勤務を
行うことは可能ですか。

令和5年12月19日社会保障審議会介護給付費分科
会において、人員配置基準等で具体的な必要数を
定めている職種のテレワークに関して、個人情報
を適切に管理していること、利用者の処遇に支障
が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行
い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示されま
した。

・介護保険最新情報Vol.1237第３(７)⑦
・令和6年度介護報酬改定における改定事項について
　3.(2)①　テレワークの取扱い
〇人員配置基準等で具体的な必要数を定めている職種の
テレワークに関して、個人情報を適切に管理しているこ
と、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取
扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方
を示す。【通知改正】

10

退院時前に病院の許可を得、院内で
サービス担当者会議を行えば退院後
のサービス担当者会議は行わなくて
もいいですか。

本来であれば退院前カンファは退院支援に必要な
情報を共有する場であるため、退院後速やかに
サービス担当者会議を開催し、在宅でのサービス
が適正に行われることが必要です。今回は退院直
前に院内に事業者を招集し、会議を開催していま
す。退院後利用者・家族の状態、サービス利用等
について、確認し、必要な場合はサービス担当者
会議を開催してください。

平成29年3月入退院時におけるケアマネジャーの医療機
関等との連携・情報収集の手引き

11
月末からサービスが開始した場合の
その月のモニタリングはいつ行えば
いいですか。

モニタリングはサービスの実施状況について確認
するため、月末サービス開始の場合は次月初旬に
モニタリングを行ってください。また、次月のモ
ニタリングはその月の中旬以降に行います。
(例)11月下旬にサービス開始のため、12月上旬
に11月のモニタリング(12月になった理由は居宅
介護支援経過等に記載)し、12月のモニタリング
は12月中に行います。

横浜市　介護保険事業者向けQ＆A集」について
A-1-11　モニタリング、記録等　質問「11」　に準ず
る

12
ヤングケアラーについて教えてくだ
さい。

「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に
行っていると認められる子ども・若者のことを指
します。ヤングケアラー支援の対象年齢は、こど
も期(18歳未満)に加え、進学や就職の選択など、
自立に向けた重要な移行期を含む３０歳未満を中
心としていますが、状況等に応じ、40歳未満の者
も対象となり得ます。ヤングケアラーの把握及び
負担軽減につながる支援体制を確立することが必
要です。

介護保険最新情報Vol.1275
令和6年6月12日

訪問介護

13
訪問介護計画の作成は居宅サービス
計画が変更になる度に作成する必要
がありますか。

居宅サービス計画に沿って作成されなくてはなら
ないが、当該訪問介護計画が居宅サービス計画に
沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更す
るものとする。

基準省令　３運営に関する基準
(14)訪問介護計画の作成

訪問看護

14

訪問看護訪問回数超過減算の要件で
ある前年度の理学療法士等の訪問回
数について、利用者単位か、事業所
単位かどちらですか。

訪問看護訪問回数超過等減算における前年度の理
学療法士等の訪問回数は、利用者単位ではなく、
事業所単位で考えます。

通所介護

15
通所介護において物販や移動販売を
提供していいですか。

物販、移動販売、買い物等代行サービス等は通所
介護と明確に区分し、通所介護の提供時間には含
めないことで、提供は可能である

介護保険最新情報Vol.678
介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供
する場合の取扱いについて

16

ケアマネからのケアプランを基に3ヵ
月毎にチェックシートを作成してい
るが、3ヵ月毎のチェックシート作成
を基本とし、プラン変更があれば反
映することで足りますか。

個別機能訓練計画の見直しは3月ごとに1回以上と
記載があり、ケアプラン変更によりプランに沿っ
たものであるか確認し、必要に応じて見直しを
行ってください。

運営に関する基準(3)通所介護計画の作成③
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17

通所サービス利用中に緊急やむを得
ない事情で併設医療機関(他の医療機
関を含む)を受診したため、通所サー
ビス利用が途中で中止となってしま
いました。受診の結果、通所介護の
利用に差し支えないと医師が判断
し、再度通所介護に戻った場合、ど
のように算定しますか。

通所サービスのサービス提供時間帯における併設
医療機関(他の医療機関を含む)の受診は緊急やむ
を得ない場合を除いて認められていません。緊急
やむを得ない場合は受診した場合、併設医療機関
等における保険請求が優先され、その間は介護保
険は請求できません。通所サービス利用時間に応
じた所定単位数を算定してください。

平成15年5月30日
介護報酬に係るQ＆A(Vol.１)Q3,Q11
介護保険最新情報Vol.678　第三

短期入所

18

９時にショート先に到着したが、具
合が悪くなり１０時半に救急車を要
請。救急車内で待機し、そのまま入
院となった場合ショートステイの算
定はできますか。

ショート先で日常生活上のサービスを提供してい
なければ報酬を算定することはできません。ま
た、報酬を算定しない場合は送迎加算等も算定で
きません。

介護保険最新情報Vol.952　問26に準ずる
短期入所生活介護とは、利用者が可能な限りその居宅に
おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む
ことができるよう、利用者が(中略)短期入所し、当該施
設において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活
上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身
の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負
担の軽減を図るものである。

住宅改修

19
賃貸アパートの2階から外に出るため
外階段に住宅改修で手すりを付ける
ことは可能か

生活するために共有部分について住宅改修が必要
であれば、住宅の所有者の承諾を得て住宅改修行
うことはできます。

平成12年4月28日事務連絡
介護報酬等に係るQ＆Avol.２

福祉用具貸与

20
退院後訪問リハビリにおいて使用す
るために福祉用具を貸与できますか

介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の
便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練
のための用具であって、利用者がその居宅におい
て自立した日常生活を営むことができるよう助け
る者について、保険給付の対象としているため、
居宅においての機能訓練の場合は貸与可能です
が、ショートステイ先、通所介護等のみの機能訓
練の利用の貸与はできません。(太字追記)

令和４年２月17日「介護保険制度における福祉用具貸
与・販売種目のあり方検討会
「介護保険制度における福祉用具、居宅介護支援につい
て」

45



電子申請届出システム
介護事業所向け

リーフレット

※電子申請届出システムに関するお問合せは、申請届出先の各指定権者までにお願いいたします。
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1

令和８年４月より
介護保険の電子申請が原則化されます︕

l 介護サービス事業者の文書負担を軽減させる観点から、厚生労働省は介護事業所の指定申
請等をオンラインにより実施可能な「電子申請届出システム（以下、本システム）」を構築し、準
備の済んだ地方公共団体より本システムを通じた受付を順次開始しています。

l 令和８年度以降はすべての地方公共団体において本システムを通じた申請届出の受付が原
則となります。（介護事業所のやむを得ない場合を除きます。）

l 本システムを利用することで、介護事業所のみなさんの文書負担軽減につながります。ぜひご利
用ください。

地方公共団体によって実際の画面とは異なる
場合があります。
詳細は以下、ホームページをご確認ください。

本システム利用時の画面イメージ

https://www.kaigokensak
u.mhlw.go.jp/shinsei/
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2

電子申請届出システムを利用した申請届出には
様々なメリットがあります︕（その１）

申請届出のための時間が短くなります︕
l 必要な情報を入力・添付すれば、あとはインターネットですぐに申請届

出ができます。
l 窓口への書類を持参したり、郵送する必要はありません。

時間を気にせず、いつでも申請できます︕
l システムを利用すれば、いつでもご都合の良い時に申請届出を提出で

きます。
l 特に、シフト勤務の場合、平日夜や土日にも提出することが可能です。

24

様式を探す必要なく、すぐに入力できます︕
l システム上では申請届出の種類ごとに全国共通の様式で入力が可能

です。
l そのため、複数の地方公共団体に申請届出を行う場合にもスムーズに

手続きを進められます。
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3

電子申請届出システムを利用した申請届出には
様々なメリットがあります︕（その２）

今まで行った申請届出一覧が確認できます︕
l 本システムでは、過去に行った申請・届出情報の一覧及び検索が可

能です。これにより、申請届出の履歴を効率的に管理できます。

申請状況をシステム上で確認できます︕
l システム上で申請届出を行うと、地方公共団体側の受付ステータス

（申請（届出）済／受付中／受付済／差戻し／却下）をリアルタ
イムで確認できます。
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4

電子申請届出システムでは
簡単に申請内容を作成できます︕（その１）

l 本システムでは過去の申請届出の情報や介護保険総合データ
ベース（介護DB）情報等を利用して、様式や付表の一部内
容を自動で入力することができます。

l 事業所名称、住所、連絡先といった項目を都度入力する必要
がなくなります。

l 複数サービスの申請届出を同時に行う際には、各サービス
に共通する入力項目を付表間でコピーできます。これにより、
サービスごとに同じ内容を入力する手間を省けます。

過去の申請届出データ等から内容を自動で入力してくれます

複数のサービスの申請届出を同時に行うことができます
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5

電子申請届出システムでは
簡単に申請内容を作成できます︕（その２）

l 本システムでは、法人の情報に変更が生じた場合に傘下事
業所の変更届出を一括で作成・提出することが可能です。

l 添付書類等についても届出先の地方公共団体をまとめて、
一度のアップロードで完結するため、法人全体での事務作
業の負担軽減につながります。

法人情報の変更届出を一括で提出することができます
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6

先に本システムを使われた事業所からも高評価です︕

※調査時期︓令和６年９〜11月
※調査対象︓電子申請届出システムを利用して申請届出を提出したことのある全国の介護事業所
644カ所、回答数391カ所（有効回答率60.71%）

電子申請届出システムを利用して申請届出を提出したことのある
全国の介護事業所の半数以上が、

特に、提出のオンライン化や書類のデータ入力簡素化等で、
申請届出手続きの負担が軽減したと回答しています。
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7

l 本システムの利用のためには、gBiz IDプライムの申請が必要です。
 お早めにご取得ください。

（gBiz IDメンバーのアカウントは、gBiz IDプライムが作成します。）

l 詳細についてはデジタル庁 gBiz IDホームページ
（https://gbiz-id.go.jp/top/）をご参照ください。

システムの利用を開始したい介護事業所では・・・

まず、gBiz IDを取得しましょう︕

デモ環境や操作動画・マニュアルを確認しましょう︕

【厚生労働省 公式Youtubeアカウント】
https://youtube.com/playlist?list=PLM
G33RKISnWgpWG4SSXpn8JiZsCl_5MM
5&si=O5soFzwu0cUDLTgD

デモ環境をご利用くださいお試しで操作したい場合は

申請届出URL︓【https://demo.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/】

ログインID︓以下いずれかのIDをご利用ください。
「 demo1@kaigokensaku.mhlw.go.jp」
「 demo2@kaigokensaku.mhlw.go.jp」
「 demo3@kaigokensaku.mhlw.go.jp」

パスワード︓「password」（上記ID全てと共通のパスワードです。）

操作説明動画をご覧ください全体の操作の流れを確認したい場合は

操作マニュアルをご覧ください具体の操作を確認したい場合は

【電子申請届出システム ヘルプ】
https://www.kaigokensaku.mhlw.
go.jp/shinsei/index.php?action_shi
nsei_static_help=true
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ケアプラ ンデータ 連携シス テムの利用促進について 

 

令和 5 年 5 月 19 日に公布さ れた「 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築す

る ための健康保険法等の一部を改正する 法律」（ 令和 5 年法律第 31 号） によ り 、 介護情

報基盤の構築が進めら れていま す。  

その一環と し て介護現場の業務効率化や職員の負担軽減のため、居宅介護支援事業所

と 居宅サービ ス 事業所の間で毎月やり 取り さ れる ケアプラ ンの一部を、データ 連携する

シス テムが整備さ れま し た。 利用促進施策と し て、 令和 7 年 6 月よ り 当該シス テムのす

べての機能を 1 年間無料で利用でき る フリ ーパス キャ ンペーンが開始いたし ま す。こ の

機会にぜひご利用を検討く ださ い。  

 【 参考】  

ケアプラ ンデータ 連携シス テム（ 国民健康保険中央会）  

ht t ps: //www. kokuho. or . j p/syst em/care/carepl an/ 

ケアプラ ンデータ 連携シス テムについて（ 国民健康保険中央会）  

ht t ps: //www. mhl w. go. j p/cont ent /12300000/00104711. pdf  

ケアプラ ンデータ 連携シス テムヘルプデス ク サポート サイ ト （ 国民健康保険中央会）  

ht t ps: //www. carepl an-renkei -suppor t . j p/ 

 

－94－

55

https://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/00104711.pdf
https://www.careplan-renkei-support.jp/


－95－

56



－96－

57



－97－

58



－98－

59



－99－

60



1

事業主の皆さ まへ（ １ ～４ 、 ６ ～ 1 1 は全企業が対象）

　  子の看護休暇の見直し

改正内容 施行前 施行後

対象と なる 子の範囲の拡大 小学校就学の始期に達する まで 小学校３ 年生修了まで

取得事由の拡大

（ ③④を 追加）

①病気・ けが

②予防接種・ 健康診断

①病気・ けが

②予防接種・ 健康診断

③感染症に伴う 学級閉鎖等

④入園（ 入学） 式、 卒園式

労使協定によ る 継続

雇用期間６ か月未満

除外規定の廃止

〈 除外でき る 労働者〉

①週の所定労働日数が２ 日以下

②継続雇用期間６ か月未満

〈 除外でき る 労働者〉

①週の所定労働日数が２ 日以下

※②を 撤廃

名称変更 子の看護休暇 子の看護等休暇

※ 取得可能日数は、 現行日数（ １ 年間に５ 日、 子が２ 人以上の場合は1 0 日）から 変更あり ません。

 　 所定外労働の制限（ 残業免除）の対象拡大

改正内容 施行前 施行後

請求可能と な る 労働者の 

範囲の拡大
３ 歳未満の子を 養育する 労働者 小学校就学前の子を 養育する 労働者

 　 短時間勤務制度(3 歳未満)の代替措置にテレワーク 追加

改正内容 施行前 施行後

代替措置（ ※） の

メ ニュ ーを 追加

〈 代替措置〉

①育児休業に関する制度に準ずる措置

②始業時刻の変更等

〈 代替措置〉

①育児休業に関する制度に準ずる措置

②始業時刻の変更等

③テレ ワーク

※ 短時間勤務制度を 講ずる こ と が困難と 認めら れる具体的な業務があり 、 その業務に従事する 労働者がいる

　  場合にのみ、 労使協定を 締結し 除外規定を 設けた上で、 代替措置を 講ずるこ と と なり ます。

育児・ 介護休業法 改正ポイ ント のご案内
令和７（ 2 0 2 5 ）年４ 月１ 日から 段階的に施行

男女と も 仕事と 育児・ 介護を 両立でき る よ う に、 育児期の柔軟な働き 方を 実現する ための 

措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、 個別周知・ 意向確認の義務化などの改正

を行いまし た。

❶～❾▶ 令和７（ 2 0 2 5 ）年４ 月１ 日から 施行

都道府県労働局雇用環境・ 均等部（ 室）

　 　 　 　 就業規則等の見直し

　 　 　 　 就業規則等の見直し

選択する場合は就業規則等の見直し

義務

義務

１

２

３

61



 　 育児のためのテレ ワーク 導入

３ 歳未満の子を 養育する 労働者がテレ ワーク を 選択でき るよ う に措置を 講ずる こ と が、 事業主に努力義務化さ れ

ます。

 　 育児休業取得状況の公表義務適用拡大

改正内容 施行前 施行後

公表義務の対象と なる 企業

の拡大
従業員数1 ,0 0 0 人超の企業 従業員数3 0 0 人超の企業

・ 公表内容は、 男性の「 育児休業等の取得率」または「 育児休業等と 育児目的休暇の取得率」です。

・  年１ 回、 公表前事業年度の終了後おおむね３ か月以内に、 イ ン タ ーネッ ト など、 

一般の方が閲覧でき る 方法で公表し てく ださ い。

・ よ り 具体的な公表内容や算出方法はこ ち ら を ご確認く ださ い。

　 　 両立支援のひろ ば（ 厚生労働省運営のウェ ブサイ ト ）

男性の育児休業等の取得率等の公表に当たっ ては、 自社ホームページ等のほか、 

「 両立支援のひろ ば」で 公表する こ と も おすすめし ま す。 仕事と 育児・ 介護の 

両立支援に取り 組む企業の事例検索や自社の両立支援の取り 組み状況の診断等 

を 行う こ と ができ ます。

 　 介護休暇を取得でき る労働者の要件緩和

改正内容 施行前 施行後

労使協定による継続雇用期間

６ か月未満除外規定の廃止

〈除外でき る 労働者〉

①週の所定労働日数が２ 日以下

②継続雇用期間６ か月未満

〈 除外でき る 労働者〉

①週の所定労働日数が２ 日以下

※②を撤廃

 　 介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業や介護両立支援制度等（ ※）の申出が円滑に行われる よ う にする ため、 事業主は以下①～④のいずれかの

措置を 講じ なければなり ません。

① 介護休業・ 介護両立支援制度等に関する 研修の実施

② 介護休業・ 介護両立支援制度等に関する 相談体制の整備（ 相談窓口設置）

③ 自社の労働者の介護休業取得・ 介護両立支援制度等の利用の事例の収集・ 提供

④ 自社の労働者へ介護休業・ 介護両立支援制度等の利用促進に関する 方針の周知

※ ⅰ介護休暇に関する 制度、 ⅱ所定外労働の制限に関する 制度、 ⅲ 時間外労働の制限に関する 制度、　 　

　  ⅳ 深夜業の制限に関する 制度、 ⅴ介護のための所定労働時間の短縮等の措置

2

http s://w w w .m h lw .g o .j p /stf/se isa kun itsu ite /b unya/0 0 0 1 0 3 5 3 3 _ 0 0 0 06 .h tm l

h ttp s://ryo u ritsu .m h lw .g o .j p /

　 　 　 　 　  就業規則等の見直し

労使協定を締結し ている場合は就業規則等の見直し

努力義務

義務

義務

C h e c k !
C h e c k !

＊①～④のう ち複数の措置を 講じ るこ と望まし い

7

6

5

4
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 　 介護離職防止のための個別の周知・ 意向確認等

（ １ ）介護に直面し た旨の申出をし た労働者に対する個別の周知・ 意向確認

介護に直面し た旨の申出をし た労働者に対し て、 事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と 介護休業

の取得・ 介護両立支援制度等の利用の意向の確認を 、 個別に行わなければなり ません。 　

※ 取得・ 利用を 控えさ せるよ う な個別周知と 意向確認は認めら れません。

周知事項

①介護休業に関する 制度、 介護両立支援制度等（ 制度の内容）

②介護休業・ 介護両立支援制度等の申出先（ 例： 人事部など）

③介護休業給付金に関する こ と

個別周知・ 意向確認の方法
①面談　 ②書面交付　 ③FAX　 ④電子メ ール等　 のいずれか

注： ①はオンラ イ ン面談も 可能。 ③④は労働者が希望し た場合のみ

（ ２ ）介護に直面する前の早い段階(4 0 歳等)での情報提供

労働者が介護に直面する 前の早い段階で、 介護休業や介護両立支援制度等の理解と 関心を 深める ため、 事業主

は介護休業制度等に関する 以下の事項について情報提供し なければなり ません。

情報提供期間
① 労働者が4 0 歳に達する 日（ 誕生日前日） の属する年度（ １ 年間）

② 労働者が4 0 歳に達する 日の翌日（ 誕生日） から １ 年間　 のいずれか

情報提供事項

① 介護休業に関する 制度、 介護両立支援制度等（ 制度の内容）

② 介護休業・ 介護両立支援制度等の申出先（ 例： 人事部など）

③ 介護休業給付金に関する こ と

情報提供の方法
①面談　 ②書面交付　 ③FAX　 ④電子メ ール等　 のいずれか

注： ①はオンラ イ ン面談も 可能

 　 介護のためのテレワーク 導入

要介護状態の対象家族を 介護する労働者がテレ ワーク を 選択でき る よう に措置を 講ずる こ と が、 事業主に努力

義務化さ れます。

　 　 介護離職防止のための雇用環境整備、 個別周知・ 意向確認、 情報提供の例

　 　 　 以下の資料を ご用意し ています。 社内用にアレ ン ジする 等し てご活用く ださ い。

　 　 　 ①個別周知・ 意向確認、情報提供、事例紹介、制度・ 方針周知ポスタ ー例

　 　 　 　 http s://w w w .m hlw .go .j p /stf/se isakun itsu ite/b unya/0 0 0 1 0 3 5 3 3 .htm l

　 　 　 ②介護保険制度について（ 4 0 歳の方向けリ ーフ レ ッ ト ）

　 　 　 　 http s://w w w .m hlw .go .j p /stf/new p age_ 1 0 5 4 8 .h tm l

　 　  両立支援について専門家に相談し たい方へ【 中小企業育児・ 介護休業等推進支援事業】

　 　 　 　 http s://iku j i-ka igo .m h lw .go .j p /

　 　 　 制度整備や育児・ 介護休業を 取得する 社員のサポート 、 仕事と 育児・ 介護の両立を  

実現する体制作り 等でお悩みの企業に、 社会保険労務士等の専門家が無料でアド バイ スし ます。

① ②

3

　 　 　 　 　  就業規則等の見直し努力義務

義務

＊情報提供に当たっ て、 「 介護休業制度」 は介護の体制を 構築するため一定期間休業する場合に対応する

も のなど、 各種制度の趣旨・ 目的を踏まえて行う こ と

＊情報提供の際に、 併せて介護保険制度について周知するこ と

望まし い

8

9

C h e c k !
C h e c k !
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➓　  ▶ 令和７（ 2 0 2 5 ）年1 0 月１ 日から 施行

 　 柔軟な働き 方を実現するための措置等

（ １ ）育児期の柔軟な働き 方を 実現するための措置

　 ・  事業主は、 ３ 歳から 小学校就学前の子を 養育する労働者に関し て 、 以下５ つの選択し て講ずべき 措置の中 

から 、 ２ つ以上の措置を選択し て講ずる必要があり ます。

　 ・ 労働者は、 事業主が講じ た措置の中から １ つを選択し て利用するこ と ができます。

　 ・ 事業主が講ずる措置を選択する際、 過半数組合等から の意見聴取の機会を設ける必要があり ます。

選択し て講ずべき措置

① 始業時刻等の変更

② テレワーク 等（ 1 0 日以上/月）

③ 保育施設の設置運営等

④ 就業し つつ子を養育するこ と を容易にするための休暇

　 （ 養育両立支援休暇）の付与（ 1 0 日以上/年）

⑤ 短時間勤務制度 注： ②と ④は、 原則時間単位で取得可と する必要があり ます

（ ２ ）柔軟な働き 方を実現するための措置の個別の周知・ 意向確認

３ 歳未満の子を養育する労働者に対し て、 子が３ 歳になるまでの適切な時期に、 事業主は柔軟な働き方を実現

するための措置と し て（ １ ）で選択し た制度（ 対象措置）に関する以下の事項の周知と 制度利用の意向の確認を、

個別に行わなければなり ません。

※ 利用を控えさ せるよう な個別周知と 意向確認は認めら れません。

周知時期
労働者の子が３ 歳の誕生日の１ か月前までの１ 年間

(１ 歳1 1か月に達する日の翌々日から ２ 歳1 1 か月に達する日の翌日まで)

周知事項

① 事業主が（ １ ） で選択し た対象措置（ ２ つ以上） の内容

② 対象措置の申出先（ 例： 人事部など）

③ 所定外労働（ 残業免除） ・ 時間外労働・ 深夜業の制限に関する制度

個別周知・ 意向確認の方法
①面談　 ②書面交付　 ③FAX　 ④電子メ ール等　 のいずれか

注： ①はオンラ イ ン面談も 可能。 ③④は労働者が希望し た場合のみ 

　 　 個別周知・ 意向確認の際に用いる「 様式」例

　 　 　 社内用にアレンジし てご活用いただけます。

　 　 　 　 http s://w w w .m h lw .go .j p /stf/se isakun itsu ite/b unya/0 0 0 1 0 3 5 3 3 .h tm l

（ 各選択肢の詳細）

① 始業時刻等の変更： 次のいずれかの措置（ 一日の所定労働時間を変更し ない）

・ フレッ ク スタ イム制

・ 始業または終業の時刻を繰り 上げまたは繰り 下げる制度（ 時差出勤の制度）

② テレワーク 等： 一日の所定労働時間を変更せず、 月に10日以上利用でき るも の

③ 保育施設の設置運営等： 保育施設の設置運営その他こ れに準ずる便宜の供与をするも の

（ ベビーシッ タ ーの手配および費用負担など）

④ 養育両立支援休暇の付与： 一日の所定労働時間を変更せず、 年に10日以上取得でき るも の

⑤ 短時間勤務制度： 一日の所定労働時間を原則６ 時間と する措置を含むも の

10 11

フ ルタ イ ムでの柔軟な働き方

＊家庭や仕事の状況が変化する場合があるこ と を 踏まえ、 労働者が選択し た制度が適切であるか確認する

こ と 等を目的と し て、 上記の時期以外（ 育児休業後の復帰時、 短時間勤務や対象措置の利用期間中など）

にも 定期的に面談を 行う こ と

望まし い

1 0 　 　 　 　 就業規則等の見直し義務

C h e c k !
C h e c k !
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　  仕事と 育児の両立に関する個別の意向聴取・ 配慮

（ １ ）妊娠・ 出産等の申出時と 子が３ 歳になる前の個別の意向聴取

事業主は、 労働者が本人または配偶者の妊娠・ 出産等を申し 出た時と 、 労働者の子が３ 歳になるまでの適切な 

時期に、 子や各家庭の事情に応じ た仕事と 育児の両立に関する以下の事項について、 労働者の意向を 個別に 

聴取し なければなり ません。

意向聴取の時期

① 労働者が本人または配偶者の妊娠・ 出産等を申し 出たと き

② 労働者の子が３ 歳の誕生日の１ か月前までの１ 年間

（ １ 歳1 1 か月に達する日の翌々日から ２ 歳1 1 か月に達する日の翌日まで）

聴取内容

① 勤務時間帯（ 始業および終業の時刻）

② 勤務地（ 就業の場所）

③ 両立支援制度等の利用期間

④ 仕事と 育児の両立に資する就業の条件（ 業務量、 労働条件の見直し 等）

意向聴取の方法
①面談　 ②書面交付　 ③FAX　 ④電子メ ール等　 のいずれか

注： ①はオンラ イ ン面談も 可能。 ③④は労働者が希望し た場合のみ

（ ２ ）聴取し た労働者の意向についての配慮

事業主は、（ １ ） により 聴取し た労働者の仕事と 育児の両立に関する意向について、 自社の状況に応じ て配慮 

し なければなり ません。

具体的な配慮の例

・ 勤務時間帯、 勤務地にかかる配置 ・ 両立支援制度等の利用期間等の見直し

・ 業務量の調整 ・ 労働条件の見直し 等

＊意向聴取の時期は、 ①、 ②のほか、

「 育児休業後の復帰時」 や「 労働者から 申出があっ た際」 等にも 実施するこ と

＊子に障害がある 場合等で希望する と き は、 短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を 延長

するこ と

＊ひと り 親家庭の場合で希望すると き は、 子の看護等休暇等の付与日数に配慮するこ と

�改正後の個別周知等の義務〉

労働者から の

妊娠・ 出産等の申出時

： 見直し

： 現行の措置義務

３ 歳になるまでの

適切な時期

出生 １ 歳1 1か月 ２ 歳1 1か月 ３ 歳 就学

「 柔軟な働き方を実現するための措置」
の個別周知・ 意向確認

▶ 　 　 　 (２ ) 参照

個別の意向聴取と 配慮

▶ 　 　 　 (１ )、 (２ ) 参照

個別の意向聴取と 配慮

▶ 　 　 　 (１ )、 (２ ) 参照

「 育児休業制度」の個別周知・ 意向確認

1 1

1 0

1 1

1 1 義務

望まし い

望まし い
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都道府県労働局雇用環境・ 均等部（ 室）

　 　 両立支援に取り 組む事業主への助成金　【 両立支援等助成金】

　 　 　 職業生活と 家庭生活が両立でき る「 職場環境づく り 」 のために、 仕事と 育児・ 介護の 

両 立 支 援 に 取 り 組 む 事 業 主 に 対 し て、 両 立 支 援 等 助 成 金 を 支 給 し て い ま す。 

（ 令和７ 年度は改正育児・ 介護休業法にあわせて助成内容が変更になる 予定です）

　 　 　 　 http s://w w w .m hlw .go .j p /stf/se isakunitsuite/b unya/kod om o/shokub a_ ko sod ate/ryouritsu01/ind ex.htm l

育児・ 介護休業法に関するお問い合わせは都道府県労働局雇用環境・ 均等部（ 室）へ
受付時間　 ８ 時3 0 分～ 1 7 時1 5 分（ 土日・ 祝日・ 年末年始を 除く ）

都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号

北海道 0 1 1 -7 0 9 -2 7 1 5 埼　 玉 0 4 8 -6 0 0 -6 2 6 9 岐　 阜 0 5 8 -2 4 5 -1 5 5 0 鳥　 取 0 8 5 7 -2 9 -1 7 0 9 佐　 賀 0 9 5 2 -3 2 -7 2 1 8

青　 森 0 1 7 -7 3 4 -4 2 1 1 千　 葉 0 4 3 -2 2 1 -2 3 0 7 静　 岡 0 5 4 -2 5 2 -5 3 1 0 島　 根 0 8 5 2 -3 1 -1 1 6 1 長　 崎 0 9 5 -8 0 1 -0 0 5 0

岩　 手 0 1 9 -6 0 4 -3 0 1 0 東　 京 0 3 -3 5 1 2 -1 6 1 1 愛　 知 0 5 2 -8 5 7 -0 3 1 2 岡　 山 0 8 6 -2 2 5 -2 0 1 7 熊　 本 0 9 6 -3 5 2 -3 8 6 5

宮　 城 0 2 2 -2 9 9 -8 8 4 4 神奈川 0 4 5 -2 1 1 -7 3 8 0 三　 重 0 5 9 -2 2 6 -2 3 1 8 広　 島 0 8 2 -2 2 1 -9 2 4 7 大　 分 0 9 7 -5 3 2 -4 0 2 5

秋　 田 0 1 8 -8 6 2 -6 6 8 4 新　 潟 0 2 5 -2 8 8 -3 5 1 1 滋　 賀 0 7 7 -5 2 3 -1 1 9 0 山　 口 0 8 3 -9 9 5 -0 3 9 0 宮　 崎 0 9 8 5 -3 8 -8 8 2 1

山　 形 0 2 3 -6 2 4 -8 2 2 8 富　 山 0 7 6 -4 3 2 -2 7 4 0 京　 都 0 7 5 -2 4 1 -3 2 1 2 徳　 島 0 8 8 -6 5 2 -2 7 1 8 鹿児島 0 9 9 -2 2 3 -8 2 3 9

福　 島 0 2 4 -5 3 6 -4 6 0 9 石　 川 0 7 6 -2 6 5 -4 4 2 9 大　 阪 0 6 -6 9 4 1 -8 9 4 0 香　 川 0 8 7 -8 1 1 -8 9 2 4 沖　 縄 0 9 8 -8 6 8 -4 3 8 0

茨　 城 0 2 9 -2 7 7 -8 2 9 5 福　 井 0 7 7 6 -2 2 -3 9 4 7 兵　 庫 0 7 8 -3 6 7 -0 8 2 0 愛　 媛 0 8 9 -9 3 5 -5 2 2 2

栃　 木 0 2 8 -6 3 3 -2 7 9 5 山　 梨 0 5 5 -2 2 5 -2 8 5 1 奈　 良 0 7 4 2 -3 2 -0 2 1 0 高　 知 0 8 8 -8 8 5 -6 0 4 1

群　 馬 0 2 7 -8 9 6 -4 7 3 9 長　 野 0 2 6 -2 2 7 -0 1 2 5 和歌山 0 7 3 -4 8 8 -1 1 7 0 福　 岡 0 9 2 -4 1 1 -4 8 9 4

 令和６ 年1 1 月作成（ 令和６ 年1 2 月改訂）　 リ ーフ レ ッ ト №1 7

出生 １ 歳 ２ 歳 ３ 歳 就学

�改正後の仕事と 育児の両立イ メ ージ〉 ： 見直し

： 現行の措置義務

： 現行の努力義務

※始業時刻の変更等： フ レッ ク スタ イ ム制、時差出勤、保育施設の設置運営その他こ れに準ずる便宜の供与　

育児目的休暇 育児目的休暇

育児休業

出生時育児休業（ 産後パパ育休）

始業時刻の変更等（ ※）

テレワーク（ 努力義務）

所定外労働の制限（ 残業免除）

時間外労働の制限（ 残業制限）（ 24時間／月、150時間／年を超える時間外労働を禁止）、深夜業の制限

所定外労働の制限（ 残業免除） の延長

就学以降に
延長

（ 小学校
 ３ 年生修了
 まで）

育児休業、またはそれに準ずる措置

［ 短時間勤務制度］

◎ 1日６ 時間と する措置

　 （ ※ ）  様々なニーズに対応するため、1日６ 時間を 

必置と し た上で、 他の勤務時間も 併せて設

定するこ と が望まし い

◎  労使協定によ り 、短時間勤務が困難な 

業務に従事する労働者を 適用除外と する

場合の代替措置

　 ・ 育児休業に関する制度に準じ る措置

　 ・ 始業時刻の変更等（ ※）

［ 子の看護休暇］

［ 柔軟な働き方を実現するための措置］

◎  事業主は、  

・ 始業時刻等の変更 

・ テレワーク 等(10日以上／月) 

・ 保育施設の設置運営等 

・ 養育両立支援休暇の付与

　 　 　 　 　 　 (10日以上／年) 

・ 短時間勤務制度 

の中から２つ以上の措置を選択して講ずる義務 

労働者はその中から１つ選べる  
注：  テレワーク等と 養育両立支援休暇は、原則 

時間単位で取得可

◎  ３ 歳になるまでの適切な時期に面談等に

より 、制度の個別周知・ 意向確認の措置

フルタイムでの
柔軟な働き方

テレワーク を 追加

取得事由の拡大（ 感染症に伴う 学級閉鎖等、入園(入学)式および卒園式を追加）、

「 子の看護等休暇」に名称変更、継続雇用期間６ か月未満の労働者の労使協定除外の仕組みの廃止

➡

➡

C h e c k !
C h e c k !
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